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はじめに

　総合計画は、町政運営の基本となるまちの将来像を明らかにし、これを達成するための基本方針を示
すものです。
　久御山町では、平成27年度に、令和7年度を目標年次とする第5次総合計画を策定し、「つながる心　
みなぎる活力　京都南に「きらめく」まち　～夢いっぱい　コンパクトタウン　くみやま～」を将来像に
掲げてきたところです。

（1）計画策定の趣旨

（2）計画の性質

（3）計画の構成・期間

総合計画の過程 ①総合計画の構成

②総合計画の期間

久御山町総合計画 昭和55（1980）年～平成2（1990）年

住みよい希望にみちた町 久御山

久御山町新総合計画 昭和62（1987）年～平成12（2000）年

住みよい希望にみちた町 久御山

久御山町第3次総合計画 平成8（1996）年～平成22（2010）年

豊さを実感し、活力を創造する 文化・産業都市

久御山町第4次総合計画 平成18（2006）年～平成27（2015）年

人輝き  心和らぐ躍動のまち 久御山 ～人・環境・協働のまちづくり～

久御山町第5次総合計画 平成28（2016）年～令和7（2025）年

つながる心 みなぎる活力 京都南に「きらめく」まち
～夢いっぱい コンパクトタウン くみやま～

　全国的に人口減少・少子高齢化が加速するなか外国籍住民の増加など、本町をとりまく社会環
境も大きな変化が予測されます。また、地域課題も複雑化・多様化していくことが予想されます。
　こうした社会状況の変化などに対応し、新たに定めるまちの将来像の達成に向け総合的、計画
的に取り組んでいくために、新たな町の最上位計画として久御山町第6次総合計画を策定します。

　総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計
画」の3層で構成します。
●「基本構想」…まちづくりの理念に基づくまちの将
　来像や、これらを実現するためのまちづくりの目標
　（基本目標）を明らかにします。
●「基本計画」…基本構想で描かれた目標を実現す
　るため、部門別の基本施策を具体的にまとめたも
　のです。
　総合戦略は基本計画の中で特に重点を置く施策
　と位置付け、行政改革はその視点を持って基本計
　画に取り組んでいくこととします。
●「実施計画」…基本計画で示した施策の実現を
　図るため、財政的措置を考慮し策定します。

　久御山町第6次総合計画は、各行政分野を総合的に網羅した町の最上位計画であるとともに、行政改
革の視点をもって各施策に取り組むことで、これまで別に策定していた行政改革大綱の役割を合わせて
果たすものとします。次世代への「希望」をつないでいくことができるよう、その歩みを止めることなく推進
していきます。
　また、人口減少に歯止めをかけ、住みよい環境を確保し、社会の活力を維持するための「まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」（以下「総合戦略」という。）は、本町が目指すまちの将来像の実現に向けて、総合計
画と総合戦略を一体的に進めていくことが有効であると考え、第3期からは久御山町総合戦略を総合計
画と一体化して策定することとします。

※1：社会情勢の変化に柔軟に対応していくため、1年間経過するごとに実施計画を見直していく方法。

総合戦略：基本計画と連動し、第3期総合戦略は令和8年度から令和12
　　　　　年度までの5年間とします。
実施計画：向こう3箇年を計画期間とし、総合戦略、行政改革を含む　　
　　　　　ローリング方式※1により毎年度策定します。

基本計画

実施計画

総合戦略 行政
改革

・

基本構想

基本理念

基本構想

基本計画

令和8年度から令和17年度の10年間を計画期間とします。

計画期間は前期・後期に分け、前期を令和8年度から令和12年度まで、後期を令和13年度から令和17
年度までのそれぞれ5年間とします。
中間年度となる令和12年度に見直しを行います。
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総合計画について1



あたたかい絆　広がる笑顔　未来の光が輝らすまち　久御山
～ 共動 ＊ 感動 ＊ 躍動 のまちづくり ～　を目指して

　久御山町は昭和29年に久世郡の御牧村

と佐山村が合併して誕生しました。町の北

東部には、かつて「巨椋池」という一大遊

水地帯が存在し、奈良、京都、大阪間の交

通の要衝でありました。昭和初期の国営第

1号の干拓事業によって一大優良農業地帯

に生まれ変わった一方で、昭和41年の国道

1号開通を契機に、その立地条件を生かし

た活発な産業活動とともに発展してきまし

た。

　住工混在なく豊かな自然環境と歴史・文化に恵まれ、地域コミュニティが大切にさ

れてきた一方で、少子高齢化・人口減少の進行や生活環境の変化など、様々な課題に

直面しております。こうした状況を踏まえ、住民の皆さまとともに持続可能で安心して

暮らせるまちをつくるために、本総合計画を策定いたしました。

　本計画では、教育・福祉・防災・環境・地域経済など、多岐にわたる施策を総合的に

示し、町の将来像を明確にしております。その実現を目指し、住民の声を大切にしなが

ら、誰もが安心して暮らせる地域づくりに取り組んでまいります。

　町の未来は、住民一人ひとりの地域を愛する想いと協力によって支えられます。皆さ

まとともに手を携え、夢と希望あふれる久御山町の実現に向け、全力で取り組んでまい

ります。

　結びに、本計画の策定にあたり精力的にご審議いただきました久御山町総合計画審

議会の皆さまをはじめ、第3期久御山町総合戦略会議、まちづくりプラン会議、各種団

体の皆さま、アンケートやパブリックコメント等を通じてご意見・ご協力をいただいた

住民の皆さま並びに関係各位に心から厚くお礼申し上げます。

令和8年3月

久御山町長　信貴 康孝

て

きょうどう

み　まき
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　本町は、京都府の南部、京都市中心部から南へ約15kmに位置し、北は京都市伏見区、東は宇
治市、南は城陽市、南西は八幡市に隣接しています。圏域的には、京都都市圏に含まれますが、大
阪都市圏にも近く、奈良方面や滋賀方面も含めた交通の要衝といえる位置にあります。
　本町は、国道1号、国道24号に加え、近年は久御山ジャンクションを中心に第二京阪道路や京
滋バイパス（京都縦貫自動車道）、国道478号などの大型道路が開通して、京都・大阪・奈良・滋賀
等を結ぶ道路交通ネットワークがより一層充実し、恵まれた道路交通環境となっています。

①地理的条件

　面積は13.86㎢で、東西は約3.5km、南北は約4.3kmのコンパクトなまちです。町の中央部を
南北に通過する国道1号の東側は整然とした工業地で、西側は農業基盤が整備されたほ場となっ
ています。また、町の東部では市街地が形成され、北部には巨椋池干拓田が広がっています。
　町域の大部分は、宇治川と木津川に挟まれ、南から北に緩やかに傾斜する平坦な地形となって
います。また、町の南東部から北部に向かって古川が流れ、宇治川に注いでいます。
　地質は沖積層で、表面は宇治川と木津川の氾濫によってもたらされた砂・泥による堆積物でで
きています。

②地形的条件

　本町の人口は、令和2年国勢調査では15,250人となっており、昭和60年の19,136人をピーク
に減少が続いています。
　一方、世帯数は同じく昭和60年に一旦ピークを迎え、その後わずかに減少しましたが、平成17
年に再び増加に転じ、近年は微増が続き、令和2年国勢調査では6,322世帯と、ピークを更新し
ています。
　この結果、1世帯当たり人員は減少し続けており、令和2年国勢調査では2.4人まで減少しました。
　また、外国人の人口は、令和2年国勢調査では513人となっており、近年技能実習や工場勤務
の外国人労働者の増加等を理由に、過去の調査結果と比較しても多くなっています。
　なお、令和7年4月の推計値でも、同傾向が続いています。

①人口の推移

　本町の一般世帯数は、単身世帯や2人世帯が増加する一方で、4人以上世帯は平成12年から令
和2年まで減少が続いています。
　4人以上世帯の減少は、既存集落等における多世代居住世帯の世帯分離やそれに伴う核家族
化などが要因として考えられます。
　一方、単身世帯は20年間で970世帯増加していますが、このうち65歳以上単身者の増加が
608世帯（62.7％）を占め、本町の単身世帯の主な増加要因は高齢の単身者によるものとなって
います。

②世帯構成の推移

町の人口・世帯数の推移

家族類型別一般世帯数の推移

20,000
（人）
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8,000
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4月推計

0
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（世帯）

8,000

6,000

4,000

2,000

0

7,000

5,000

3,000

1,000

人口 総世帯数

人口 16,345

昭和55年

19,136

60年

18,798

平成2年

18,133

7年

17,080

12年

16,610

17年

15,914

22年

15,805

27年

15,250

令和2年

14,622

内、外国人 270 364 314 343 279 286 303 282 513 960

総世帯数 4,650 5,818 5,795 5,736 5,672 5,818 5,870 6,216 6,322 6,634

1世帯当たり人員 3.5 3.3 3.2 3.2 3.0 2.9 2.7 2.5 2.4 2.2

7年4月

資料：国勢調査（ただし、令和7年4月は、2年国勢調査を基にした人口動態による推計）

資料：国勢調査　※上記の数値は一般世帯のみを集計しています。
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■4人以上世帯　■3人世帯　■2人世帯　■単身世帯　■うち65歳以上単身者世帯
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（2）まちの人口等

まちの現況と特性2



住民憲章

前文

昭和50年3月制定

　わたくしたちは、美しい自然と歴史に恵まれて、たゆみなく前進しつづけている久御山町の住民です。自然と

調和した生活環境の中で、文化・教育の向上をはかり、平和で豊かな暮らしを営むことが、わたくしたちみんな

の願いです。

　わたくしたちは、きょうの暮らしをみつめ、あすのしあわせを築くために、みんなが力をあわせ希望に満ちた、

まちづくりを進めます。

　わたくしたちは、この憲章が住民の総意にもとづいて定められたことを喜び、わたくしたちの名誉にかけて、

これを守ります。

本文

●わたくしたちは、心とからだをきたえ、健康で明るい、住民生活優先のまちづくりを進めましょう。

●わたくしたちは、澄んだ空、美しい川、花と緑の自然を守るため、公害の防止と排除に努めましょう。

●わたくしたちは、おとしよりや不自由な人を大切にし、青年や子どもたちみんなが、夢と希望のもてる地域社

　会をつくりましょう。

●わたくしたちは、お互いに助け合い、手をたずさえて、よりよい環境と健全な家庭を築きましょう。

●わたくしたちは、心から平和を愛し、お互いの人権を尊重して、暮らしを高めましょう。

平和都市宣言

＜宣言文＞

平成元年10月宣言

　真の恒久平和は、人類共通の念願である。

　私達は、唯一の核被爆国民として、核兵器の恐ろしさ、被爆者の苦しみをかみしめ、再び忌まわしい惨禍を

繰り返させてはならない。

　ここに町制施行35周年と、平成の輝かしい時代の到来にあたり、わが久御山町は日本国憲法に掲げられた

恒久平和の理念を町民生活の中に生かし、子々孫々に継承するため、「平和都市」であることを宣言する。

町章

「久」の文字を近代感覚により図案化したもので、町民の融和と団結を太い線で表し、 さら

に産業・文化など町勢の飛躍的発展を飛鳥の姿で象徴しています。

昭和44年10月制定。

ツツジ科の常緑低木で、6月頃、鮮やか
な紅紫色の花を多く付けます。
昭和47年3月制定。

町の花「さつき」
初冬、白色か淡紅色の五弁の大きな花を
付ける常緑樹。花の少ない季節に咲くの
で、それだけに美しさが好まれています。
昭和47年3月制定。

町の木「さざんか」
チドリ目、チドリ科、タゲリ属に分類され
る鳥。ハト位の大きさで翼は白く先端の
黒色とのコントラストが目立ち、水田や
畑などでみることができます。
令和元年10月制定。

町の鳥「ケリ」
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に産業・文化など町勢の飛躍的発展を飛鳥の姿で象徴しています。

昭和44年10月制定。

ツツジ科の常緑低木で、6月頃、鮮やか
な紅紫色の花を多く付けます。
昭和47年3月制定。

町の花「さつき」
初冬、白色か淡紅色の五弁の大きな花を
付ける常緑樹。花の少ない季節に咲くの
で、それだけに美しさが好まれています。
昭和47年3月制定。

町の木「さざんか」
チドリ目、チドリ科、タゲリ属に分類され
る鳥。ハト位の大きさで翼は白く先端の
黒色とのコントラストが目立ち、水田や
畑などでみることができます。
令和元年10月制定。

町の鳥「ケリ」
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　本町の年齢3区分別人口比率の推移をみると、年少人口（0～14歳）比率は近年、横ばいから微
減となっていますが、老年人口（65歳以上）比率の拡大が顕著で、本町の年齢区分別の人口は、
生産年齢人口比率の低下、老年人口比率の拡大が特徴となっています。
　また、5歳階級別人口の比較においては、平成12年度に最も人数の多かった世代である50～
54歳層が70～74歳層となったほか、85歳以上の高齢者人口が大幅に増加している一方で、15歳
未満の年少人口について、年齢が低いほど人数が少なくなっています。

③年齢区分別人口の推移
　本町の自然動態（出生・死亡）の推移をみると、昭和60年では出生数285人に対し死亡数78人
で207人の「自然増」、その後も出生数が死亡数を上回る「自然増」の状況が継続しました。しか
し、出生数は長期的に減り続け、平成22年には昭和60年の半数以下にまで縮小し、令和2年か
らは100人を下回っています。
　一方、死亡数は長期的に増加が進み、平成22年には出生数を上回り、「自然減」となりました。
その後はこの「自然減」の状態が続いています。自然減と社会減が同時に起こると人口減少が一
層加速すると言われていますが、本町も近年、自然減と社会減が同時に起こっている状況にあり
ます。

④自然動態（出生・死亡）の推移

年齢3区分別人口比率の推移

自然動態（出生・死亡）の推移

5歳階級別人口の比較

平成12（2000）年

男
85歳以上
80～84歳
75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳
45～49歳
40～44歳
35～39歳
30～34歳
25～29歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳
5～9歳
0～4歳

女

資料：国勢調査　※端数処理のため、合計が100にならないことがあります。

資料：町統計書

資料：国勢調査
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令和2（2020）年
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45～49歳
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30～34歳
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15～19歳
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0～4歳

女
232

331
472

666
463
352
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517
394
314
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402
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371
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229
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616
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328
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死亡 自然増減出生
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久御山町第6次総合計画の構成
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はじめに （1）計画策定の趣旨　 （2）計画の性質　（3）計画の構成・期間総合計画について1 （1）まちの位置と地形　（2）まちの人口等　（3）住民等の意向まちの現況と特性2

基
本
構
想

前
期
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本
計
画

まちづくりの基本理念
住みよい 希望にみちた町 久御山

1

基本構想実現に向けて5

土地利用構想4
「環境」
の視点

「人」
の視点

「協働」
の視点

将来人口3 15,000人（令和22年度）

1
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第3期久御山町総合戦略

第3期久御山町総合戦略の位置づけ1

第3期久御山町総合戦略の方向性と基本目標
（1）戦略の方向性
　①「あたたかい絆」で団結し、持続的に発展する戦略
　②「広がる笑顔」がつくる、信頼とふるさと意識戦略
　③「未来の光」がてらす、夢と挑戦戦略
（2）戦略の基本目標

2

戦略の展開　基本目標1～7＋横断的目標3

目標年次：令和17年度

第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章
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（1）戦略の方向性
　①「あたたかい絆」で団結し、持続的に発展する戦略
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戦略の展開　基本目標1～7＋横断的目標3
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常住人口、昼間人口、昼夜間人口比率の推移

資料：国勢調査

　国の総合戦略が指摘するように、地方において働く場を確保することが東京一極集中の是正
など、定住人口の確保につながります。本町はものづくりを中心とする府内屈指の事業所集積を
背景に、通勤（・通学）による流入人口が流出人口を大きく上回り、夜間人口※2に対する昼間人口※3

の比率は府内1位（全国市町村第16位）を誇ります。流入人口の主な居住地は、宇治市（4,350
人）をはじめ、京都市伏見区、城陽市など近隣市が多くなっています。

⑦通勤・通学の流出入の状況

　住民の定住意向では、「今のところにずっと住み続けたい」の回答が56.8％と半数を超えて最
も多く、回答者の年齢が高くなるほど割合が大きくなる傾向にあります。また、年齢が低いほど、
「特に考えていない」という回答割合が大きくなる傾向になっています。
　平成26年度実施のアンケートと比較すると、「久御山町にずっと住み続けたい」が約11％減少
し、「特に考えていない」が約12％増加しています。

（3）住民等の意向

①住民の定住意向

　住民のまちへの愛着では、「愛着がある」（「とても愛着がある」「どちらかというと愛着を感じ
ている」の合計）の回答割合が73.8%となっており、約4人に3人が久御山町に愛着を感じている
ことがわかります。

②住民のまちへの愛着

　中学生では、「住みやすいと思う」（「とても住みやすいまちだと思う」「改善してほしいところは
あるが、良いまちだと思う」の合計）と回答した割合は、90.6％（前回アンケート：89.0％）とな
り、約9割の回答者が久御山町の住み心地は良いと回答していることがわかります。
　平成26年度実施のアンケートと比較すると、ほとんど変化はみられませんが、「とても住みや
すいまちだと思う」と回答した人が半数を超えました。

③中学生の久御山町の住み心地

　高校生では、「住みやすいと思う」（「とても住みやすいまちだと思う」「改善してほしいところは
あるが、良いまちだと思う」の合計）と回答した割合は、71.8％（前回アンケート：59.4％）とな
り、約7割の回答者が久御山町の住み心地は良いと回答していることがわかります。
　平成26年度実施のアンケートと比較すると、「改善してほしいところはあるが、良いまちだと思
う」が約20％増加し、「わからない」が約15％減少しています。

④高校生の久御山町の住み心地

　経営者への「久御山町がより働きやすいまちになるために注力すべきと思うこと」の質問に対し
ては、「公共交通機関の充実」の回答が78.1％となり、最も多く、次いで「渋滞解消」が34.4％、
「若者や子育て世代の働く環境づくりへの支援」「道路の整備」がそれぞれ26.0％でした。

⑤経営者の「より働きやすいまちになるために注力すべきだと思うこと」
 　（上位5つ、選択肢より3つ選択）

　はたらく人への「久御山町がより働きやすいまちになるために注力すべきと思うこと」の質問に
対しては、「公共交通機関の充実」の回答が73.1％と最も多く、次いで「渋滞解消」が55.9％、「道
路の整備」が28.5％でした。

⑥はたらく人の「より働きやすいまちになるために注力すべきだと思うこと」
　（上位5つ、選択肢より3つ選択）

※2：常住人口
※3：通勤や通学などで昼間にそのまち・地域で過ごす人口
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＊「資料編」に住民等アンケートの結果概要を詳述しています。
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1 2

はじめに

　総合計画は、町政運営の基本となるまちの将来像を明らかにし、これを達成するための基本方針を示
すものです。
　久御山町では、平成27年度に、令和7年度を目標年次とする第5次総合計画を策定し、「つながる心　
みなぎる活力　京都南に「きらめく」まち　～夢いっぱい　コンパクトタウン　くみやま～」を将来像に
掲げてきたところです。

（1）計画策定の趣旨

（2）計画の性質

（3）計画の構成・期間

総合計画の過程 ①総合計画の構成

②総合計画の期間

久御山町総合計画 昭和55（1980）年～平成2（1990）年

住みよい希望にみちた町 久御山

久御山町新総合計画 昭和62（1987）年～平成12（2000）年

住みよい希望にみちた町 久御山

久御山町第3次総合計画 平成8（1996）年～平成22（2010）年

豊さを実感し、活力を創造する 文化・産業都市

久御山町第4次総合計画 平成18（2006）年～平成27（2015）年

人輝き  心和らぐ躍動のまち 久御山 ～人・環境・協働のまちづくり～

久御山町第5次総合計画 平成28（2016）年～令和7（2025）年

つながる心 みなぎる活力 京都南に「きらめく」まち
～夢いっぱい コンパクトタウン くみやま～

　全国的に人口減少・少子高齢化が加速するなか外国籍住民の増加など、本町をとりまく社会環
境も大きな変化が予測されます。また、地域課題も複雑化・多様化していくことが予想されます。
　こうした社会状況の変化などに対応し、新たに定めるまちの将来像の達成に向け総合的、計画
的に取り組んでいくために、新たな町の最上位計画として久御山町第6次総合計画を策定します。

　総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計
画」の3層で構成します。
●「基本構想」…まちづくりの理念に基づくまちの将
　来像や、これらを実現するためのまちづくりの目標
　（基本目標）を明らかにします。
●「基本計画」…基本構想で描かれた目標を実現す
　るため、部門別の基本施策を具体的にまとめたも
　のです。
　総合戦略は基本計画の中で特に重点を置く施策
　と位置付け、行政改革はその視点を持って基本計
　画に取り組んでいくこととします。
●「実施計画」…基本計画で示した施策の実現を
　図るため、財政的措置を考慮し策定します。

　久御山町第6次総合計画は、各行政分野を総合的に網羅した町の最上位計画であるとともに、行政改
革の視点をもって各施策に取り組むことで、これまで別に策定していた行政改革大綱の役割を合わせて
果たすものとします。次世代への「希望」をつないでいくことができるよう、その歩みを止めることなく推進
していきます。
　また、人口減少に歯止めをかけ、住みよい環境を確保し、社会の活力を維持するための「まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」（以下「総合戦略」という。）は、本町が目指すまちの将来像の実現に向けて、総合計
画と総合戦略を一体的に進めていくことが有効であると考え、第3期からは久御山町総合戦略を総合計
画と一体化して策定することとします。

※1：社会情勢の変化に柔軟に対応していくため、1年間経過するごとに実施計画を見直していく方法。

総合戦略：基本計画と連動し、第3期総合戦略は令和8年度から令和12
　　　　　年度までの5年間とします。
実施計画：向こう3箇年を計画期間とし、総合戦略、行政改革を含む　　
　　　　　ローリング方式※1により毎年度策定します。

基本計画

実施計画

総合戦略 行政
改革

・

基本構想

基本理念

基本構想

基本計画

令和8年度から令和17年度の10年間を計画期間とします。

計画期間は前期・後期に分け、前期を令和8年度から令和12年度まで、後期を令和13年度から令和17
年度までのそれぞれ5年間とします。
中間年度となる令和12年度に見直しを行います。
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6



1 2
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あたたかい絆　広がる笑顔　未来の光が輝らすまち　久御山
～ 共動 ＊ 感動 ＊ 躍動 のまちづくり ～　を目指して

　久御山町は昭和29年に久世郡の御牧村

と佐山村が合併して誕生しました。町の北

東部には、かつて「巨椋池」という一大遊

水地帯が存在し、奈良、京都、大阪間の交

通の要衝でありました。昭和初期の国営第

1号の干拓事業によって一大優良農業地帯

に生まれ変わった一方で、昭和41年の国道

1号開通を契機に、その立地条件を生かし

た活発な産業活動とともに発展してきまし

た。

　住工混在なく豊かな自然環境と歴史・文化に恵まれ、地域コミュニティが大切にさ

れてきた一方で、少子高齢化・人口減少の進行や生活環境の変化など、様々な課題に

直面しております。こうした状況を踏まえ、住民の皆さまとともに持続可能で安心して

暮らせるまちをつくるために、本総合計画を策定いたしました。

　本計画では、教育・福祉・防災・環境・地域経済など、多岐にわたる施策を総合的に

示し、町の将来像を明確にしております。その実現を目指し、住民の声を大切にしなが

ら、誰もが安心して暮らせる地域づくりに取り組んでまいります。

　町の未来は、住民一人ひとりの地域を愛する想いと協力によって支えられます。皆さ

まとともに手を携え、夢と希望あふれる久御山町の実現に向け、全力で取り組んでまい

ります。

　結びに、本計画の策定にあたり精力的にご審議いただきました久御山町総合計画審

議会の皆さまをはじめ、第3期久御山町総合戦略会議、まちづくりプラン会議、各種団

体の皆さま、アンケートやパブリックコメント等を通じてご意見・ご協力をいただいた

住民の皆さま並びに関係各位に心から厚くお礼申し上げます。

令和8年3月

久御山町長　信貴 康孝

て

きょうどう

み　まき

3 4

　本町は、京都府の南部、京都市中心部から南へ約15kmに位置し、北は京都市伏見区、東は宇
治市、南は城陽市、南西は八幡市に隣接しています。圏域的には、京都都市圏に含まれますが、大
阪都市圏にも近く、奈良方面や滋賀方面も含めた交通の要衝といえる位置にあります。
　本町は、国道1号、国道24号に加え、近年は久御山ジャンクションを中心に第二京阪道路や京
滋バイパス（京都縦貫自動車道）、国道478号などの大型道路が開通して、京都・大阪・奈良・滋賀
等を結ぶ道路交通ネットワークがより一層充実し、恵まれた道路交通環境となっています。

①地理的条件

　面積は13.86㎢で、東西は約3.5km、南北は約4.3kmのコンパクトなまちです。町の中央部を
南北に通過する国道1号の東側は整然とした工業地で、西側は農業基盤が整備されたほ場となっ
ています。また、町の東部では市街地が形成され、北部には巨椋池干拓田が広がっています。
　町域の大部分は、宇治川と木津川に挟まれ、南から北に緩やかに傾斜する平坦な地形となって
います。また、町の南東部から北部に向かって古川が流れ、宇治川に注いでいます。
　地質は沖積層で、表面は宇治川と木津川の氾濫によってもたらされた砂・泥による堆積物でで
きています。

②地形的条件

　本町の人口は、令和2年国勢調査では15,250人となっており、昭和60年の19,136人をピーク
に減少が続いています。
　一方、世帯数は同じく昭和60年に一旦ピークを迎え、その後わずかに減少しましたが、平成17
年に再び増加に転じ、近年は微増が続き、令和2年国勢調査では6,322世帯と、ピークを更新し
ています。
　この結果、1世帯当たり人員は減少し続けており、令和2年国勢調査では2.4人まで減少しました。
　また、外国人の人口は、令和2年国勢調査では513人となっており、近年技能実習や工場勤務
の外国人労働者の増加等を理由に、過去の調査結果と比較しても多くなっています。
　なお、令和7年4月の推計値でも、同傾向が続いています。

①人口の推移

　本町の一般世帯数は、単身世帯や2人世帯が増加する一方で、4人以上世帯は平成12年から令
和2年まで減少が続いています。
　4人以上世帯の減少は、既存集落等における多世代居住世帯の世帯分離やそれに伴う核家族
化などが要因として考えられます。
　一方、単身世帯は20年間で970世帯増加していますが、このうち65歳以上単身者の増加が
608世帯（62.7％）を占め、本町の単身世帯の主な増加要因は高齢の単身者によるものとなって
います。

②世帯構成の推移

町の人口・世帯数の推移

家族類型別一般世帯数の推移

20,000
（人）

16,000

12,000

8,000

4,000

S55

4,650

16,345

5,818

19,136

5,795

18,798

5,736

18,133

5,672

17,080

5,818

16,610

5,870

15,914

6,216

15,805

6,322

15,250

6,634

14,622

S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R7
4月推計

0

10,000

9,000

（世帯）

8,000

6,000

4,000

2,000

0

7,000

5,000

3,000

1,000

人口 総世帯数

人口 16,345

昭和55年
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60年

18,798

平成2年

18,133

7年

17,080

12年

16,610

17年

15,914

22年

15,805

27年

15,250

令和2年

14,622

内、外国人 270 364 314 343 279 286 303 282 513 960

総世帯数 4,650 5,818 5,795 5,736 5,672 5,818 5,870 6,216 6,322 6,634

1世帯当たり人員 3.5 3.3 3.2 3.2 3.0 2.9 2.7 2.5 2.4 2.2

7年4月

資料：国勢調査（ただし、令和7年4月は、2年国勢調査を基にした人口動態による推計）

資料：国勢調査　※上記の数値は一般世帯のみを集計しています。
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未来の光が輝らすまち
「次世代のために何ができるかを考え行動することが今を良くする第一歩」という信念のもと、

「未来の光」が輝らすのは今を生きる私たちの笑顔。

「あたたかい絆」と「広がる笑顔」に、輝く光がそそぎ、誰もが将来に明るい夢や希望を描け、その夢に向かってチャレンジできる、

ずっと住み続けたいと思う「日本一住みたい町」にしたい、そんな熱望を込めています。

広がる笑顔
町に関わる全ての人が、信頼し合い手を取り合って取り組んでいくことで、つながりの輪が広がり、

笑顔が連鎖していく想いを込めています。皆が「誇れるまち」として久御山に親しみを感じ、愛されるまちを目指します。

あたたかい絆 広がる笑顔
未来の光が輝らすまち 久御山
～ 共動

※6 ＊ 感動 ＊ 躍動 のまちづくり ～

て

きょうどう

きょうどう

※6：行政、住民、事業者、その他町に関わる方全てが”共”に”動”くことで、大きな感動や躍動につながるという意味を込めた本町の造語。
※7：心と心が響き合い増幅され、成長し、形づくられていくという意味を込めた本町の造語。

　これからの久御山町が目指していくまちの姿を、次のとおり「まちの将来像」として掲げます。

て

共動、感動、躍動のまちづくり
人々の優しくあたたかい絆が「響鳴※7」し、笑顔が広がれば心も豊かになります。

皆が共に感じ行動し響き合うことで感動がわき起こり、人々が生き生きとした躍動あるまちが生まれます。

緑豊かな自然の恵みを守る一方、地の利を活かした基幹産業の振興にも取り組むことで、

人々の健康と経済的発展の両方を成就させる気持ちを込めています。

て

きょうめい

基
本
構
想

あたたかい絆
あたたかい絆と慈しむ心、人と人がつながり、それらが互いに深く結び付くことでまちの団結力・結束力が高まり、

それが大きな原動力となって豊かになるまちを目指していきます。

町に関わる皆（住民・はたらく人・通学者など）が主体的にまちの未来をつくることで、町が持続的に発展していく将来への希望

を込めています。「絆」は人と人とを離れがたくしているものであり、「あたたかい絆」は単なるつながりではなく、

愛情や思いやりなどの心のこもった関係性を表現した言葉として用いています。

　本町では、これまでの総合計画において、昭和50年に制定した住民憲章に掲げる5つのまち
づくりからなる「住みよい　希望にみちた町　久御山」を基本理念としてまちづくりを進めてきま
した。第6次総合計画においてもこの基本理念を引き継ぎ、第4次総合計画からまちづくりのキー
ワードとしている“人”、“環境”、“協働※4”の3つの視点を加え、将来に向けたまちづくりを進めます。

基本構想

※4：同じ目的のために、複数の主体が協力して働くこと。
※5：通学・通勤者、町職員のほか、町に関わる全ての方、また行政機関や自治会、地域活動団体、学校、事業者、その他の団体なども含むものとします。

「環境」の視点 「協働」の視点
多様な主体※5がともに手を取り
携えて進めるまちづくり

住みよい 希望にみちた町

久御山

恵まれた自然につつまれたまちづくり
健全で恵み豊かな環境を
適切に保全し将来の世代に
継承していくまちづくり

「人」の視点
夢と希望にあふれたまちづくり

健康で明るい住民生活優先のまちづくり
平和で人権を守るまちづくり

まちづくりの基本理念1

まちの将来像2



住民憲章

前文

昭和50年3月制定

　わたくしたちは、美しい自然と歴史に恵まれて、たゆみなく前進しつづけている久御山町の住民です。自然と

調和した生活環境の中で、文化・教育の向上をはかり、平和で豊かな暮らしを営むことが、わたくしたちみんな

の願いです。

　わたくしたちは、きょうの暮らしをみつめ、あすのしあわせを築くために、みんなが力をあわせ希望に満ちた、

まちづくりを進めます。

　わたくしたちは、この憲章が住民の総意にもとづいて定められたことを喜び、わたくしたちの名誉にかけて、

これを守ります。

本文

●わたくしたちは、心とからだをきたえ、健康で明るい、住民生活優先のまちづくりを進めましょう。

●わたくしたちは、澄んだ空、美しい川、花と緑の自然を守るため、公害の防止と排除に努めましょう。

●わたくしたちは、おとしよりや不自由な人を大切にし、青年や子どもたちみんなが、夢と希望のもてる地域社

　会をつくりましょう。

●わたくしたちは、お互いに助け合い、手をたずさえて、よりよい環境と健全な家庭を築きましょう。

●わたくしたちは、心から平和を愛し、お互いの人権を尊重して、暮らしを高めましょう。

平和都市宣言

＜宣言文＞

平成元年10月宣言

　真の恒久平和は、人類共通の念願である。

　私達は、唯一の核被爆国民として、核兵器の恐ろしさ、被爆者の苦しみをかみしめ、再び忌まわしい惨禍を

繰り返させてはならない。

　ここに町制施行35周年と、平成の輝かしい時代の到来にあたり、わが久御山町は日本国憲法に掲げられた

恒久平和の理念を町民生活の中に生かし、子々孫々に継承するため、「平和都市」であることを宣言する。

町章

「久」の文字を近代感覚により図案化したもので、町民の融和と団結を太い線で表し、 さら

に産業・文化など町勢の飛躍的発展を飛鳥の姿で象徴しています。

昭和44年10月制定。

ツツジ科の常緑低木で、6月頃、鮮やか
な紅紫色の花を多く付けます。
昭和47年3月制定。

町の花「さつき」
初冬、白色か淡紅色の五弁の大きな花を
付ける常緑樹。花の少ない季節に咲くの
で、それだけに美しさが好まれています。
昭和47年3月制定。

町の木「さざんか」
チドリ目、チドリ科、タゲリ属に分類され
る鳥。ハト位の大きさで翼は白く先端の
黒色とのコントラストが目立ち、水田や
畑などでみることができます。
令和元年10月制定。

町の鳥「ケリ」
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　本町の年齢3区分別人口比率の推移をみると、年少人口（0～14歳）比率は近年、横ばいから微
減となっていますが、老年人口（65歳以上）比率の拡大が顕著で、本町の年齢区分別の人口は、
生産年齢人口比率の低下、老年人口比率の拡大が特徴となっています。
　また、5歳階級別人口の比較においては、平成12年度に最も人数の多かった世代である50～
54歳層が70～74歳層となったほか、85歳以上の高齢者人口が大幅に増加している一方で、15歳
未満の年少人口について、年齢が低いほど人数が少なくなっています。

③年齢区分別人口の推移
　本町の自然動態（出生・死亡）の推移をみると、昭和60年では出生数285人に対し死亡数78人
で207人の「自然増」、その後も出生数が死亡数を上回る「自然増」の状況が継続しました。しか
し、出生数は長期的に減り続け、平成22年には昭和60年の半数以下にまで縮小し、令和2年か
らは100人を下回っています。
　一方、死亡数は長期的に増加が進み、平成22年には出生数を上回り、「自然減」となりました。
その後はこの「自然減」の状態が続いています。自然減と社会減が同時に起こると人口減少が一
層加速すると言われていますが、本町も近年、自然減と社会減が同時に起こっている状況にあり
ます。

④自然動態（出生・死亡）の推移

年齢3区分別人口比率の推移

自然動態（出生・死亡）の推移

5歳階級別人口の比較

平成12（2000）年

男
85歳以上
80～84歳
75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳
45～49歳
40～44歳
35～39歳
30～34歳
25～29歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳
5～9歳
0～4歳

女

資料：国勢調査　※端数処理のため、合計が100にならないことがあります。

資料：町統計書

資料：国勢調査

100%

300

（人）

80%

60%

40%

20%

0%
S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

■65歳以上　■15～64歳　■0～14歳

63
95

171
277

403
517

671

557
450
452

601
824
735

530
396
391

484

852

198
260
341
367
486
640

646
416
441
560

837
652

491
367
398
408

914

161

令和2（2020）年

男
85歳以上
80～84歳
75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳
45～49歳
40～44歳
35～39歳
30～34歳
25～29歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳
5～9歳
0～4歳

女
232

331
472

666
463
352
391

649
517
394
314
339
402
387
371
306
229

482

373
524

797
567

381
390

616
525

397
291
328
407
344
368

271
227

455

450

200

100

0

－100

－200

－300
S60

－78

207

285

H2

－89

141

230

H7

－107

114

221

H12

－106

85

191

H17

－108

56

164

H22

－134

－8

126

H27

－147

－11

136

R2

－162

－81

81

R3

－180

－101

79

R4

－193

－113

80

R5

－189

－110

79

R6

－212

－140

72

死亡 自然増減出生

は
じ
め
に
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17.6%

14.2%

63.6%

22.2%

13.1%

57.6%

29.3%

11.8%

55.7%

32.5%
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減となっていますが、老年人口（65歳以上）比率の拡大が顕著で、本町の年齢区分別の人口は、
生産年齢人口比率の低下、老年人口比率の拡大が特徴となっています。
　また、5歳階級別人口の比較においては、平成12年度に最も人数の多かった世代である50～
54歳層が70～74歳層となったほか、85歳以上の高齢者人口が大幅に増加している一方で、15歳
未満の年少人口について、年齢が低いほど人数が少なくなっています。

③年齢区分別人口の推移
　本町の自然動態（出生・死亡）の推移をみると、昭和60年では出生数285人に対し死亡数78人
で207人の「自然増」、その後も出生数が死亡数を上回る「自然増」の状況が継続しました。しか
し、出生数は長期的に減り続け、平成22年には昭和60年の半数以下にまで縮小し、令和2年か
らは100人を下回っています。
　一方、死亡数は長期的に増加が進み、平成22年には出生数を上回り、「自然減」となりました。
その後はこの「自然減」の状態が続いています。自然減と社会減が同時に起こると人口減少が一
層加速すると言われていますが、本町も近年、自然減と社会減が同時に起こっている状況にあり
ます。

④自然動態（出生・死亡）の推移

年齢3区分別人口比率の推移

自然動態（出生・死亡）の推移

5歳階級別人口の比較

平成12（2000）年

男
85歳以上
80～84歳
75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳
45～49歳
40～44歳
35～39歳
30～34歳
25～29歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳
5～9歳
0～4歳

女

資料：国勢調査　※端数処理のため、合計が100にならないことがあります。

資料：町統計書

資料：国勢調査
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35～39歳
30～34歳
25～29歳
20～24歳
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331
472
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　本町の人口は、昭和60年（国勢調査）の19,136人をピークに減少を続け、令和2年（国勢調査）
では15,250人となっています。少子高齢化による自然動態の減に加え、本町の人口動態の特徴
として、社会動態では転出が多いことにより人口減少が続いています。
　国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」（平成25年3月推計）では、
本町の人口は令和7年に13,518人でしたが、実際には14,600人を超え、人口減少が抑制されて
います。本町においては、引き続き、子育て支援策や住宅整備等による定住人口の確保等の取組
を進めることで、人口減少が緩やかなカーブになると見込み、それらをふまえた将来人口の予測
として、2040年における人口ビジョンを15,000人と見込み、その数値をもとに第6次総合計画
における各種施策を展開していくこととします。

※ 町推計のうち、パターン2は社会動態が半減したもの、パターン3は社会動態が0のもの、パターン4は町施策をふまえたもの

令和22年度（2040年度）：15,000人

将来人口推計

11,000
2010年

15,914

15,914

15,914

15,914

15,914
15,805 15,250

14,622

15,843

13,848

13,025

12,180

15,465

15,038

社人研準拠（パターン1）

町推計（パターン2）

町推計（パターン3）

町推計（パターン4）

2015年

15,805

15,805

15,805

15,805

2020年

15,250

15,250

15,250

15,250

2025年

14,622

14,622

14,622

14,622

2030年

13,848

13,979

14,110

15,843

2035年

13,025

13,267

13,510

15,465

2040年

12,180

12,513

12,852

15,038

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

土地利用構想図

　「住みよい希望にみちた町」というまちづくりの基本理念のもと、伝統ある農業と高い技術力
を誇る工業が調和し、産業集積と安全・安心なまちづくりの推進のための土地利用の方向性を
示します。

土地利用ゾーン 土地利用の方向

農業・集落ゾーン

土地利用促進ゾーン

公園・緑地ゾーン

農業生産基盤の整備や農地の保全を図るとともに、集落の住環境の向上を図ります。

市街化区域の工業系用途地域を中心とする区域で、周辺の住環境に配慮しつつ、工業活動の増進
を図るとともに、工業地環境の向上を図ります。

大規模商業施設や宿泊施設と一体となって、バスターミナルをはじめとする「まちの駅クロスピア
くみやま」の利用を促進し、魅力とにぎわいのあるまちの交流拠点機能の充実を図ります。

久御山中央公園や木津川の河川緑地等の区域で、環境保全、レクリエーション、防災、景観機能
の整備・充実を図るとともに、良好な親水空間の確保を図ります。

町役場、消防本部等が集積する区域で、住民サービスの充実を図ります。

医療・福祉施設があり、誰もが住みなれた地域で安心して暮らせる環境の充実を図ります。

周辺の住環境や公共施設と調和した定住促進を図るための快適な住宅地形成を促進します。

周辺の住環境に配慮した産業活動の活性化を図るための土地利用を促進します。

幹線道路の沿道機能活用や定住促進を図るとともに医療施設や周辺の住環境に配慮した土地
利用を促進します。

既
成
市
街
地
ゾ
ー
ン

み
な
く
る

タ
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ン

住宅エリア

工業エリア

商業・交流エリア

行政サービスエリア

メディケアゾーン

住街区促進ゾーン

産業立地促進ゾーン

市街化区域の住居系用途地域を中心とする区域で、各用途地域に基づき適正な建築活動の誘導
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住民憲章

前文

昭和50年3月制定

　わたくしたちは、美しい自然と歴史に恵まれて、たゆみなく前進しつづけている久御山町の住民です。自然と

調和した生活環境の中で、文化・教育の向上をはかり、平和で豊かな暮らしを営むことが、わたくしたちみんな

の願いです。

　わたくしたちは、きょうの暮らしをみつめ、あすのしあわせを築くために、みんなが力をあわせ希望に満ちた、

まちづくりを進めます。

　わたくしたちは、この憲章が住民の総意にもとづいて定められたことを喜び、わたくしたちの名誉にかけて、

これを守ります。

本文

●わたくしたちは、心とからだをきたえ、健康で明るい、住民生活優先のまちづくりを進めましょう。

●わたくしたちは、澄んだ空、美しい川、花と緑の自然を守るため、公害の防止と排除に努めましょう。

●わたくしたちは、おとしよりや不自由な人を大切にし、青年や子どもたちみんなが、夢と希望のもてる地域社

　会をつくりましょう。

●わたくしたちは、お互いに助け合い、手をたずさえて、よりよい環境と健全な家庭を築きましょう。

●わたくしたちは、心から平和を愛し、お互いの人権を尊重して、暮らしを高めましょう。

平和都市宣言

＜宣言文＞

平成元年10月宣言

　真の恒久平和は、人類共通の念願である。

　私達は、唯一の核被爆国民として、核兵器の恐ろしさ、被爆者の苦しみをかみしめ、再び忌まわしい惨禍を

繰り返させてはならない。

　ここに町制施行35周年と、平成の輝かしい時代の到来にあたり、わが久御山町は日本国憲法に掲げられた

恒久平和の理念を町民生活の中に生かし、子々孫々に継承するため、「平和都市」であることを宣言する。

町章

「久」の文字を近代感覚により図案化したもので、町民の融和と団結を太い線で表し、 さら

に産業・文化など町勢の飛躍的発展を飛鳥の姿で象徴しています。

昭和44年10月制定。

ツツジ科の常緑低木で、6月頃、鮮やか
な紅紫色の花を多く付けます。
昭和47年3月制定。

町の花「さつき」
初冬、白色か淡紅色の五弁の大きな花を
付ける常緑樹。花の少ない季節に咲くの
で、それだけに美しさが好まれています。
昭和47年3月制定。

町の木「さざんか」
チドリ目、チドリ科、タゲリ属に分類され
る鳥。ハト位の大きさで翼は白く先端の
黒色とのコントラストが目立ち、水田や
畑などでみることができます。
令和元年10月制定。

町の鳥「ケリ」
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社会動態（転入・転出）の推移

5年前の住所地との比較による5歳階級別の転入出の状況（平成28年～令和2年の5年間）

京都府内主な市町の合計特殊出生率（平成30年～令和4年）

合計特殊出生率の推移

資料：厚生労働省　人口動態保健所・市区町別統計

資料：町統計書

資料：国勢調査

2
1.84

1.71 1.71
1.63 1.61 1.59 1.54 1.49 1.42

1.40 1.35 1.34
1.24
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1.33

転出 社会増減転入　本町の合計特殊出生率（平成30年～令和4年（1.42））を京都府内の市町村と比較すると、府
内26自治体のなかで12位となっており、宇治市（1.35）や城陽市（1.34）、八幡市（1.24）、京田辺
市（1.40）、京都市（1.13）など近隣・隣接する市町に比べるとやや高く、京都府平均（1.25）や全
国平均（1.33）よりわずかに上回っています。
　また、合計特殊出生率の推移をみると、平成15～19年まで長期的に低下が続き、以降は平成
25～29年に微増となったものの、ほぼ横ばいとなっています。

⑤合計特殊出生率の推移

　本町の社会動態（転入・転出）の推移をみると、昭和60年から転出が転入を上回る転出超過と
なっています。しかし、平成27年から転入数が増加しており、令和2年から転出数も増加してはい
るものの、転入・転出の差は縮小しており、転入転出が均衡しつつあります。また、全体としての
移動数も昭和60年からは減少しており、都市としての成熟による人口移動の縮小が進んでいる
ことを示しています。

　5年前の住所地でみた本町と府内自治体との転入・転出の状況をみると、宇治市（+78）・京都市
（+11）からは転入超過、一方、京田辺市（▲55）・城陽市（▲47）・木津川市（▲19）・八幡市（▲9）
等へは転出超過となっているほか、概ね近隣市との出入りが多くなっています。
　年齢別では、特に20～29歳層は転入超過である一方、30歳代以上は転出超過の傾向が強
く、特に30～34歳、50～54歳層の転出が多くなっています。

⑥社会動態（転入・転出）の推移
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　第5次総合計画の10年間を振り返り、住民アンケートにおいて満足度・重要度の意見を聴取す
るとともに、行政での検討を重ね、評価・課題検証を行いました。その評価等をもとに、第6次総
合計画においては、まちの将来像『あたたかい絆　広がる笑顔　未来の光が輝らすまち　久御
山　～ 共動 ＊ 感動 ＊ 躍動 のまちづくり ～』を実現していくため、次のとおり7つのまちづく
りの目標（基本目標）を掲げます。

　私たちは、連綿と続いてきたまちの歴史や文化、先人たちが紡いできた知恵や智識の中を生き
ています。今を生きる私たちが、子育てや教育といった生活と生業を営みながら、歴史や文化な
どを創り上げていくとともに未来へと引き継いでいく責務があります。
　子育て施策については、第5次総合計画期間中に充実させ、住民満足度や重要度も高い評価
でした。引き続いて「全国一番の子育て環境のまちづくり」をキーワードに、子育てをしている親
のサポートや地域で子育てをしていくための環境や将来こどもを「持ちたい」と思える環境づく
りに努めます。
　また、教育においては、こども園の整備や中学校給食の開始など、保護者のニーズに沿った施
策を展開していますが、様々な困難を抱えるこどもたちには、学校教育の観点だけではなく、教
育、福祉、保健、その他の包括的なサポートが必要であるため、一層の連携・強化を図ります。

（1）安心してこどもを産み育て、豊かな心を持った人を育む

　第5次総合計画期間中に、医療体制の充実を図ることができたことに加え、障がい者のグルー
プホームの開設や歩くまち「くみやま」※9の取組などを進めたことで、健康や福祉分野の住民の
満足度及び重要度の評価は高くなっています。
　福祉サービスを必要とする住民には、必要なサービスにつなぐことができるよう、引き続き、関
係機関との連携に努めるとともに福祉サービスの担い手の育成に努めていきます。また、現在、
福祉サービスの必要がなくても、将来の備えとして関心を持ってもらえるように情報の発信方法
の工夫に努めるとともに、日ごろからの支え合いや地域のつながりを活かしながら生涯を通じて
健康でいられるよう、若いうちから健康意識を高め、健康づくりに取り組めるように働きかけて
いきます。

（3）助け合い、支え合い、誰もがいつまでも健康で幸福に暮らす

　自治会加入率は高齢化による脱退などもあり低下しています。地域の活動支援補助や大学と
の連携により地域のつながりを深める支援に取り組んでいますが、若い世代を中心に、地域と距
離を置く地域離れや、そのつながりを求めない住民も増えています。自治会の枠にとらわれない
緩やかな人とのつながりや地域に溶け込みやすい環境について地域住民と模索していくととも
に、近年本町での人口増加が著しい外国籍の人との相互理解を深め、多様な個性や価値観をお
互いに尊重し、差別・偏見の無い、垣根を越えてつながる地域共生社会の推進が必要です。
　また、住民や企業と協働し、脱炭素社会の構築や、安全で安心できる快適な生活環境の保全・創
造、環境教育の充実等、豊かな自然と活力ある産業が共生する環境都市※10の形成を目指します。

（4）人と人、人と自然がつながり共生する

　伝統ある農業と高い技術力を誇る工業が調和し、産業集積と安全・安心なまちづくりの推進
のための土地利用として、道路や上下水道などのインフラ整備など行政の取組を着実に進めてい
ますが、まちづくりは長期の時間を要します。引き続き、新たな時代のモデルとなる住宅市街地を
形成することで職住近接のまちづくりを目指す「みなくるタウン※11」をはじめ、都市基盤整備を計
画的に進めます。加えて、さらなる情報発信により住民の理解を深め、町が担うべき役割と住
民・事業者が担うべき役割を整理し、それぞれの役割を果たしていくこととします。
　また、本町を走る公共交通（路線バス）は運転手不足による減便などの問題が顕在していま
す。その補完的役割として実施しているデマンド乗合タクシー（のってこタクシー※12）は、利用者
の声を反映し利用環境の拡充を行ってきたことで、町内の移動手段として確立してきました。住
民や通勤者などとともに利用促進することや周知を行い、持続可能な地域交通を目指します。

（5）機能的で持続可能な都市基盤整備　農業及び工業は町の産業として住民の認知度も高く、また、農業従事者や企業の努力もあり
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の基幹産業である農業及び工業を守り、維持していくとともに、地域密着型の商業・サービス業
の情報発信・PRを支援し、産業各分野の連携・交流を図りながらまちの魅力向上と併せて産業
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※8：久御山町産業売込み隊が地域で活動する団体等と共催でまちの駅クロスピアくみやまにおいて農商工連携等で実施するイベント。

※9：「歩く」ことを1つのテーマとして健康長寿のまちづくりを目指す本町の事業の一つ。
※10：環境価値の創造によって形成される持続可能な都市。
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第3期久御山町総合戦略

第3期久御山町総合戦略の位置づけ1

第3期久御山町総合戦略の方向性と基本目標
（1）戦略の方向性
　①「あたたかい絆」で団結し、持続的に発展する戦略
　②「広がる笑顔」がつくる、信頼とふるさと意識戦略
　③「未来の光」がてらす、夢と挑戦戦略
（2）戦略の基本目標

2

戦略の展開　基本目標1～7＋横断的目標3

目標年次：令和17年度

第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章
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常住人口、昼間人口、昼夜間人口比率の推移

資料：国勢調査

　国の総合戦略が指摘するように、地方において働く場を確保することが東京一極集中の是正
など、定住人口の確保につながります。本町はものづくりを中心とする府内屈指の事業所集積を
背景に、通勤（・通学）による流入人口が流出人口を大きく上回り、夜間人口※2に対する昼間人口※3

の比率は府内1位（全国市町村第16位）を誇ります。流入人口の主な居住地は、宇治市（4,350
人）をはじめ、京都市伏見区、城陽市など近隣市が多くなっています。

⑦通勤・通学の流出入の状況

　住民の定住意向では、「今のところにずっと住み続けたい」の回答が56.8％と半数を超えて最
も多く、回答者の年齢が高くなるほど割合が大きくなる傾向にあります。また、年齢が低いほど、
「特に考えていない」という回答割合が大きくなる傾向になっています。
　平成26年度実施のアンケートと比較すると、「久御山町にずっと住み続けたい」が約11％減少
し、「特に考えていない」が約12％増加しています。

（3）住民等の意向

①住民の定住意向

　住民のまちへの愛着では、「愛着がある」（「とても愛着がある」「どちらかというと愛着を感じ
ている」の合計）の回答割合が73.8%となっており、約4人に3人が久御山町に愛着を感じている
ことがわかります。

②住民のまちへの愛着

　中学生では、「住みやすいと思う」（「とても住みやすいまちだと思う」「改善してほしいところは
あるが、良いまちだと思う」の合計）と回答した割合は、90.6％（前回アンケート：89.0％）とな
り、約9割の回答者が久御山町の住み心地は良いと回答していることがわかります。
　平成26年度実施のアンケートと比較すると、ほとんど変化はみられませんが、「とても住みや
すいまちだと思う」と回答した人が半数を超えました。

③中学生の久御山町の住み心地

　高校生では、「住みやすいと思う」（「とても住みやすいまちだと思う」「改善してほしいところは
あるが、良いまちだと思う」の合計）と回答した割合は、71.8％（前回アンケート：59.4％）とな
り、約7割の回答者が久御山町の住み心地は良いと回答していることがわかります。
　平成26年度実施のアンケートと比較すると、「改善してほしいところはあるが、良いまちだと思
う」が約20％増加し、「わからない」が約15％減少しています。

④高校生の久御山町の住み心地

　経営者への「久御山町がより働きやすいまちになるために注力すべきと思うこと」の質問に対し
ては、「公共交通機関の充実」の回答が78.1％となり、最も多く、次いで「渋滞解消」が34.4％、
「若者や子育て世代の働く環境づくりへの支援」「道路の整備」がそれぞれ26.0％でした。

⑤経営者の「より働きやすいまちになるために注力すべきだと思うこと」
 　（上位5つ、選択肢より3つ選択）

　はたらく人への「久御山町がより働きやすいまちになるために注力すべきと思うこと」の質問に
対しては、「公共交通機関の充実」の回答が73.1％と最も多く、次いで「渋滞解消」が55.9％、「道
路の整備」が28.5％でした。

⑥はたらく人の「より働きやすいまちになるために注力すべきだと思うこと」
　（上位5つ、選択肢より3つ選択）

※2：常住人口
※3：通勤や通学などで昼間にそのまち・地域で過ごす人口
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＊「資料編」に住民等アンケートの結果概要を詳述しています。
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　第5次総合計画期間中に防犯カメラの設置台数を増加し、交通安全活動の強化などにより、
安全・安心については一定の評価を得ています。防災・減災、消防、交通安全、防犯は住民にとっ
て身近な関心事であり、重要度も高くなっています。複雑化・多様化する犯罪などから地域住民
を守るため、こどもや高齢者を含めた皆を地域ぐるみで見守ることも必要です。
　また、本町は町域の大部分が宇治川と木津川に挟まれ、山城盆地の中ではもっとも低いところ
に位置するため、古来から水との戦いを強いられてきました。水害をはじめとするあらゆる自然災
害に対して備える基盤の整備に継続して取り組むとともに、災害の規模によって、行政の支援が
迅速に行えない可能性もあるため、平常時から住民が主体的に安全・安心なまちづくりを進めて
いくという考え方を持ち、自助・共助・互助の意識を高めていくことを目指します。

（6）地域ぐるみで安全・安心な都市機能

　第5次総合計画において、町が実施している施策に対する住民の満足度と重要度の結果（アン
ケートによる）を、4象限で整理しました。

第5次総合計画において町が実施している施策に対する住民の
満足度と重要度の散布図

　まちが目指す将来像や目標に沿って豊かな住民生活を構築していくため、住民や多様な地域
主体、そして行政が目的意識を共有し協働することが重要です。皆がまちづくりに自主的、主体
的に参画し、「共動」できるよう、新たなまちづくりの担い手の発掘も含め、多様な主体がより活
躍できるまちづくりを推進します。
　第5次総合計画期間中にも健全で安定した行財政運営を実現することができましたが、より健
全で安定した運営を行うため、新たな財源確保や公民連携（PPP/PFI）※13を図るとともに、組織
力の強化と町職員の資質向上の取組を継続します。また、労働力不足や地域課題の多様化・複
雑化による社会の変化に丁寧に対応していくため、デジタルを活用した住民サービスの向上や
業務の効率化を推進し、組織全体における業務の最適化を図り、行政改革の歩みを止めること
なく推進していきます。

（7）多様な主体がともに考え、ともにつくる信頼
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※13：PPP（Public Pr ivate Par tnership)とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の
効率的使用や行政の効率化等を図るものであり、指定監理者制度や包括的民間委託、PFI（Private Finance Init iat ive）など、様々な方式がある。
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はじめに

　総合計画は、町政運営の基本となるまちの将来像を明らかにし、これを達成するための基本方針を示
すものです。
　久御山町では、平成27年度に、令和7年度を目標年次とする第5次総合計画を策定し、「つながる心　
みなぎる活力　京都南に「きらめく」まち　～夢いっぱい　コンパクトタウン　くみやま～」を将来像に
掲げてきたところです。

（1）計画策定の趣旨

（2）計画の性質

（3）計画の構成・期間

総合計画の過程 ①総合計画の構成

②総合計画の期間

久御山町総合計画 昭和55（1980）年～平成2（1990）年

住みよい希望にみちた町 久御山

久御山町新総合計画 昭和62（1987）年～平成12（2000）年

住みよい希望にみちた町 久御山

久御山町第3次総合計画 平成8（1996）年～平成22（2010）年

豊さを実感し、活力を創造する 文化・産業都市

久御山町第4次総合計画 平成18（2006）年～平成27（2015）年

人輝き  心和らぐ躍動のまち 久御山 ～人・環境・協働のまちづくり～

久御山町第5次総合計画 平成28（2016）年～令和7（2025）年

つながる心 みなぎる活力 京都南に「きらめく」まち
～夢いっぱい コンパクトタウン くみやま～

　全国的に人口減少・少子高齢化が加速するなか外国籍住民の増加など、本町をとりまく社会環
境も大きな変化が予測されます。また、地域課題も複雑化・多様化していくことが予想されます。
　こうした社会状況の変化などに対応し、新たに定めるまちの将来像の達成に向け総合的、計画
的に取り組んでいくために、新たな町の最上位計画として久御山町第6次総合計画を策定します。

　総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計
画」の3層で構成します。
●「基本構想」…まちづくりの理念に基づくまちの将
　来像や、これらを実現するためのまちづくりの目標
　（基本目標）を明らかにします。
●「基本計画」…基本構想で描かれた目標を実現す
　るため、部門別の基本施策を具体的にまとめたも
　のです。
　総合戦略は基本計画の中で特に重点を置く施策
　と位置付け、行政改革はその視点を持って基本計
　画に取り組んでいくこととします。
●「実施計画」…基本計画で示した施策の実現を
　図るため、財政的措置を考慮し策定します。

　久御山町第6次総合計画は、各行政分野を総合的に網羅した町の最上位計画であるとともに、行政改
革の視点をもって各施策に取り組むことで、これまで別に策定していた行政改革大綱の役割を合わせて
果たすものとします。次世代への「希望」をつないでいくことができるよう、その歩みを止めることなく推進
していきます。
　また、人口減少に歯止めをかけ、住みよい環境を確保し、社会の活力を維持するための「まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」（以下「総合戦略」という。）は、本町が目指すまちの将来像の実現に向けて、総合計
画と総合戦略を一体的に進めていくことが有効であると考え、第3期からは久御山町総合戦略を総合計
画と一体化して策定することとします。

※1：社会情勢の変化に柔軟に対応していくため、1年間経過するごとに実施計画を見直していく方法。

総合戦略：基本計画と連動し、第3期総合戦略は令和8年度から令和12
　　　　　年度までの5年間とします。
実施計画：向こう3箇年を計画期間とし、総合戦略、行政改革を含む　　
　　　　　ローリング方式※1により毎年度策定します。

基本計画

実施計画

総合戦略 行政
改革

・

基本構想

基本理念

基本構想

基本計画

令和8年度から令和17年度の10年間を計画期間とします。

計画期間は前期・後期に分け、前期を令和8年度から令和12年度まで、後期を令和13年度から令和17
年度までのそれぞれ5年間とします。
中間年度となる令和12年度に見直しを行います。
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基本構想

21 22

第6次総合計画

基本計画

前
期
基
本
計
画

第6次総合計画

前期基本計画
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　本町は、京都府の南部、京都市中心部から南へ約15kmに位置し、北は京都市伏見区、東は宇
治市、南は城陽市、南西は八幡市に隣接しています。圏域的には、京都都市圏に含まれますが、大
阪都市圏にも近く、奈良方面や滋賀方面も含めた交通の要衝といえる位置にあります。
　本町は、国道1号、国道24号に加え、近年は久御山ジャンクションを中心に第二京阪道路や京
滋バイパス（京都縦貫自動車道）、国道478号などの大型道路が開通して、京都・大阪・奈良・滋賀
等を結ぶ道路交通ネットワークがより一層充実し、恵まれた道路交通環境となっています。

①地理的条件

　面積は13.86㎢で、東西は約3.5km、南北は約4.3kmのコンパクトなまちです。町の中央部を
南北に通過する国道1号の東側は整然とした工業地で、西側は農業基盤が整備されたほ場となっ
ています。また、町の東部では市街地が形成され、北部には巨椋池干拓田が広がっています。
　町域の大部分は、宇治川と木津川に挟まれ、南から北に緩やかに傾斜する平坦な地形となって
います。また、町の南東部から北部に向かって古川が流れ、宇治川に注いでいます。
　地質は沖積層で、表面は宇治川と木津川の氾濫によってもたらされた砂・泥による堆積物でで
きています。

②地形的条件

　本町の人口は、令和2年国勢調査では15,250人となっており、昭和60年の19,136人をピーク
に減少が続いています。
　一方、世帯数は同じく昭和60年に一旦ピークを迎え、その後わずかに減少しましたが、平成17
年に再び増加に転じ、近年は微増が続き、令和2年国勢調査では6,322世帯と、ピークを更新し
ています。
　この結果、1世帯当たり人員は減少し続けており、令和2年国勢調査では2.4人まで減少しました。
　また、外国人の人口は、令和2年国勢調査では513人となっており、近年技能実習や工場勤務
の外国人労働者の増加等を理由に、過去の調査結果と比較しても多くなっています。
　なお、令和7年4月の推計値でも、同傾向が続いています。

①人口の推移

　本町の一般世帯数は、単身世帯や2人世帯が増加する一方で、4人以上世帯は平成12年から令
和2年まで減少が続いています。
　4人以上世帯の減少は、既存集落等における多世代居住世帯の世帯分離やそれに伴う核家族
化などが要因として考えられます。
　一方、単身世帯は20年間で970世帯増加していますが、このうち65歳以上単身者の増加が
608世帯（62.7％）を占め、本町の単身世帯の主な増加要因は高齢の単身者によるものとなって
います。

②世帯構成の推移

町の人口・世帯数の推移

家族類型別一般世帯数の推移

20,000
（人）

16,000
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8,000

4,000

S55

4,650

16,345
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15,914
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6,634

14,622
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4月推計

0
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9,000

（世帯）

8,000

6,000

4,000

2,000

0

7,000

5,000

3,000

1,000

人口 総世帯数

人口 16,345

昭和55年

19,136

60年

18,798

平成2年

18,133

7年

17,080

12年

16,610

17年

15,914

22年

15,805

27年

15,250

令和2年

14,622

内、外国人 270 364 314 343 279 286 303 282 513 960

総世帯数 4,650 5,818 5,795 5,736 5,672 5,818 5,870 6,216 6,322 6,634

1世帯当たり人員 3.5 3.3 3.2 3.2 3.0 2.9 2.7 2.5 2.4 2.2

7年4月

資料：国勢調査（ただし、令和7年4月は、2年国勢調査を基にした人口動態による推計）

資料：国勢調査　※上記の数値は一般世帯のみを集計しています。
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（1）まちの位置と地形

（2）まちの人口等

まちの現況と特性2
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未来の光が輝らすまち
「次世代のために何ができるかを考え行動することが今を良くする第一歩」という信念のもと、

「未来の光」が輝らすのは今を生きる私たちの笑顔。

「あたたかい絆」と「広がる笑顔」に、輝く光がそそぎ、誰もが将来に明るい夢や希望を描け、その夢に向かってチャレンジできる、

ずっと住み続けたいと思う「日本一住みたい町」にしたい、そんな熱望を込めています。

広がる笑顔
町に関わる全ての人が、信頼し合い手を取り合って取り組んでいくことで、つながりの輪が広がり、

笑顔が連鎖していく想いを込めています。皆が「誇れるまち」として久御山に親しみを感じ、愛されるまちを目指します。

あたたかい絆 広がる笑顔
未来の光が輝らすまち 久御山
～ 共動

※6 ＊ 感動 ＊ 躍動 のまちづくり ～

て

きょうどう

きょうどう

※6：行政、住民、事業者、その他町に関わる方全てが”共”に”動”くことで、大きな感動や躍動につながるという意味を込めた本町の造語。
※7：心と心が響き合い増幅され、成長し、形づくられていくという意味を込めた本町の造語。

　これからの久御山町が目指していくまちの姿を、次のとおり「まちの将来像」として掲げます。

て

共動、感動、躍動のまちづくり
人々の優しくあたたかい絆が「響鳴※7」し、笑顔が広がれば心も豊かになります。

皆が共に感じ行動し響き合うことで感動がわき起こり、人々が生き生きとした躍動あるまちが生まれます。

緑豊かな自然の恵みを守る一方、地の利を活かした基幹産業の振興にも取り組むことで、

人々の健康と経済的発展の両方を成就させる気持ちを込めています。

て

きょうめい

基
本
構
想

あたたかい絆
あたたかい絆と慈しむ心、人と人がつながり、それらが互いに深く結び付くことでまちの団結力・結束力が高まり、

それが大きな原動力となって豊かになるまちを目指していきます。

町に関わる皆（住民・はたらく人・通学者など）が主体的にまちの未来をつくることで、町が持続的に発展していく将来への希望

を込めています。「絆」は人と人とを離れがたくしているものであり、「あたたかい絆」は単なるつながりではなく、

愛情や思いやりなどの心のこもった関係性を表現した言葉として用いています。

　本町では、これまでの総合計画において、昭和50年に制定した住民憲章に掲げる5つのまち
づくりからなる「住みよい　希望にみちた町　久御山」を基本理念としてまちづくりを進めてきま
した。第6次総合計画においてもこの基本理念を引き継ぎ、第4次総合計画からまちづくりのキー
ワードとしている“人”、“環境”、“協働※4”の3つの視点を加え、将来に向けたまちづくりを進めます。

基本構想

※4：同じ目的のために、複数の主体が協力して働くこと。
※5：通学・通勤者、町職員のほか、町に関わる全ての方、また行政機関や自治会、地域活動団体、学校、事業者、その他の団体なども含むものとします。

「環境」の視点 「協働」の視点
多様な主体※5がともに手を取り
携えて進めるまちづくり

住みよい 希望にみちた町

久御山

恵まれた自然につつまれたまちづくり
健全で恵み豊かな環境を
適切に保全し将来の世代に
継承していくまちづくり

「人」の視点
夢と希望にあふれたまちづくり

健康で明るい住民生活優先のまちづくり
平和で人権を守るまちづくり

まちづくりの基本理念1

まちの将来像2
12
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町の訪問支援員が、赤ちゃんと保護者にお会いし、毎月、乳児に必要なおむつなど育児物品を無料で家庭に届け、保護者が育児についての不安や悩みなどを話せる機会とする本町
独自の取組。
保護者が就労、または病気の看護をしているなどの理由で、放課後等に家庭で保育ができない状態にある児童を、保護者に代わって保育する事業。
家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められるこども・若者。

御牧校区に、こどもをまんなかに地域の人たちが集まる拠点を整備し、拠点での活動を通じて、みんなが楽しくいきいきと生活できるまちを目指す事業。
こどもが1人でも行ける無料または低額の食堂で、あたたかなごはんを囲み、地域みんなでこどもを育む場としての重要な役割を担う。
支援を必要としているにもかかわらず、自ら助けを求められない人に対し、支援者側から積極的に働きかけ、情報や支援を届ける訪問型の支援方法。
18歳までの全てのこどもとその家庭及び妊産婦等を支援するため、「こども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援センター」の2つの機能を持ち、こどもの発達・家庭の健康など
の相談対応をするとともに、虐待対応や予防の観点で積極的な見守りなどを実施。

第 1 章

子育て支援第1節

安心してこどもを産み育て、豊かな心を持った人を育む

現状と課題

　家庭、地域、学校、行政、事業所等が協力して、こどもたちが健やかで
幸せに成長するために何が最も良いことかを常に考え、加えて、町全体
で、こどもと子育て家庭を支えることにより、「こどもをまんなか」に、多世
代が交流するまちとなっています。

地域のつながりの希薄化、働く女性の増加の傾向がみられます。子育て家庭を支えるため、地域でこどもを育てる環境
づくりが必要です。

関連するSDGｓ

指　標 単位 現状値（令和6年度） 目標値（令和12年度）

戦略

% 24.8 33.2はぐくみ定期便※14の実配布人数のうち定期便を
きっかけとして支援した実人数の割合

% － 80.0仲よし学級※15に満足している人の割合
（保護者アンケート）

% 45.2 50.0町の子育て環境や支援への満足度
（保護者アンケート）

●

ひとり親家庭の割合が高く、半数は低所得層に分類されるという結果が出ています。ひとり親家庭のこどもたちを含
め、全てのこどもたちが家庭環境に左右されることなく、心身ともに健全に成長するために、継続した支援が求められ
ます。

●

子育てを楽しいと思う保護者の割合は増加傾向ですが、こどものことで悩みを抱えている人は9割以上です。特に産前
産後は出産・子育てに不安を抱えやすい時期であるため、重点的な関わりが求められます。

●

こどもや子育て家庭を取り巻く環境は大きく変化しており、貧困、虐待、不登校、ヤングケアラー※16など、こどもに関す
る課題が複合的に重なり合い、深刻化しています。このような現状を踏まえ、まち全体でこどもを見守り支えていく体
制づくりが必要です。

●

仲よし学級は慢性的な指導員不足の状況が続いており、指導員の高齢化も深刻となっています。安定した学級運営を
行っていくために、十分な人手の確保を早急に行う必要があります。

●

施策の展開

「みまきっこまんなか応援まちづくり事業※17」をモデルとしたこども食堂※18、こどもの居場所づくりへの支援、
地域で子育て支援に関するイベント等を実施する団体の支援に努め、地域全体で子育てをする気運の醸成に
努めます。

●

戦略 町内で住宅確保を希望する子育て家庭が、希望どおりに確保できるような環境をつくります。●

こどもたちが意思や意見を表せる場づくり、こどもたちの意思や意見が反映される機会づくりの充実に努めます。●

通学路等の道路整備の推進やインターネット等の正しい利用の啓発など、こどもの安全確保に努めます。●

町独自の子育て施策について、子育て家庭に知らせるとともに、町外への周知にも取り組みます。●

「こどもまんなか」の実現に向けた取組1

戦略 各種母子保健事業に加え、新生児期の訪問とその後の「はぐくみ定期便」によるアウトリーチ型支援※19で、こ
どもの成長・発育と産婦の心身の健康状態の把握に努めます。

●

戦略 保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊びや生活の場を与え、児童が健全に成長する
ことを目的に設置している「仲よし学級」の運営を民間委託することで、指導員の人手不足を解消するととも
に、利用する児童・保護者の視点に立った良質なサービス提供と更なる保育の質の向上を図ります。

●

戦略 子育て家庭の悩みや不安解消のため、子育て応援センター「はぐくみ」※20などの相談機関を周知するととも
に、保育料・給食費の無償化や子育て支援医療費の助成により経済的支援に努めます。

●

産後の子育て家庭の孤立化を防ぐため、身近な相談機関として「子育て支援センターあいあいホール」の体制
強化を図るとともに、妊婦へのイベント実施など、子育て家庭が訪れやすい環境づくりに努めます。

●

こども・若者・子育てのライフステージごとの支援2

戦略 子育て応援センター「はぐくみ」の体制を確保し、教育と福祉が連携を図ることで、課題や困難を抱えるこども
の早期発見・早期支援へとつなげていきます。

●

教育と福祉の連携4

体験活動などを通じて、異年齢のこども同士のふれあいの場の機会を提供します。●

性や妊娠に関する正しい知識を身につける機会を提供し、若者が将来のライフプランを考えて日々の生活や
健康と向き合うことを促します。

●

条例を制定し、子育て家庭に対し、町の責務並びに保護者、地域住民等、こども園・学校・事業者及び町内企
業の役割を明確にし、こどもが生まれ育つ環境に左右されることなく、その将来に夢や希望を持って成長して
いけるよう、まち全体「オール久御山」で支援していきます。

●

こども食堂など居場所づくり等の支援を行うことにより、ヤングケアラーであるこどもが地域とつながる場づ
くりを推進します。

●

こども・若者・子育てのライフステージによらず行う支援3
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めざす姿

久御山町こども計画

久御山町教育大綱

第3次健康くみやま21・第2次久御山町食育推進計画

こどもの未来魅力化アクションプラン

2025～2029

2026～2030

2024～2035

2027～（予定）
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26.0%

67.2%

6.7%

20.6%

71.0%

8.3%

16.6%

72.9%

10.5%

14.3%

72.0%

13.7%

14.3%

68.1%

17.6%

14.2%

63.6%

22.2%

13.1%

57.6%

29.3%

11.8%

55.7%

32.5%

　本町の年齢3区分別人口比率の推移をみると、年少人口（0～14歳）比率は近年、横ばいから微
減となっていますが、老年人口（65歳以上）比率の拡大が顕著で、本町の年齢区分別の人口は、
生産年齢人口比率の低下、老年人口比率の拡大が特徴となっています。
　また、5歳階級別人口の比較においては、平成12年度に最も人数の多かった世代である50～
54歳層が70～74歳層となったほか、85歳以上の高齢者人口が大幅に増加している一方で、15歳
未満の年少人口について、年齢が低いほど人数が少なくなっています。

③年齢区分別人口の推移
　本町の自然動態（出生・死亡）の推移をみると、昭和60年では出生数285人に対し死亡数78人
で207人の「自然増」、その後も出生数が死亡数を上回る「自然増」の状況が継続しました。しか
し、出生数は長期的に減り続け、平成22年には昭和60年の半数以下にまで縮小し、令和2年か
らは100人を下回っています。
　一方、死亡数は長期的に増加が進み、平成22年には出生数を上回り、「自然減」となりました。
その後はこの「自然減」の状態が続いています。自然減と社会減が同時に起こると人口減少が一
層加速すると言われていますが、本町も近年、自然減と社会減が同時に起こっている状況にあり
ます。

④自然動態（出生・死亡）の推移

年齢3区分別人口比率の推移

自然動態（出生・死亡）の推移

5歳階級別人口の比較

平成12（2000）年

男
85歳以上
80～84歳
75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳
45～49歳
40～44歳
35～39歳
30～34歳
25～29歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳
5～9歳
0～4歳

女

資料：国勢調査　※端数処理のため、合計が100にならないことがあります。

資料：町統計書

資料：国勢調査

100%

300

（人）

80%

60%

40%

20%

0%
S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

■65歳以上　■15～64歳　■0～14歳

63
95

171
277

403
517

671

557
450
452

601
824
735

530
396
391

484

852

198
260
341
367
486
640

646
416
441
560

837
652

491
367
398
408

914

161

令和2（2020）年

男
85歳以上
80～84歳
75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳
45～49歳
40～44歳
35～39歳
30～34歳
25～29歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳
5～9歳
0～4歳

女
232

331
472

666
463
352
391

649
517
394
314
339
402
387
371
306
229

482

373
524

797
567

381
390

616
525

397
291
328
407
344
368

271
227

455

450

200

100

0

－100

－200

－300
S60

－78

207

285

H2

－89

141

230

H7

－107

114

221

H12

－106

85

191

H17

－108

56

164

H22

－134

－8

126

H27

－147

－11

136

R2

－162

－81

81

R3

－180

－101

79

R4

－193

－113

80

R5

－189

－110

79

R6

－212

－140

72

死亡 自然増減出生
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　本町の人口は、昭和60年（国勢調査）の19,136人をピークに減少を続け、令和2年（国勢調査）
では15,250人となっています。少子高齢化による自然動態の減に加え、本町の人口動態の特徴
として、社会動態では転出が多いことにより人口減少が続いています。
　国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」（平成25年3月推計）では、
本町の人口は令和7年に13,518人でしたが、実際には14,600人を超え、人口減少が抑制されて
います。本町においては、引き続き、子育て支援策や住宅整備等による定住人口の確保等の取組
を進めることで、人口減少が緩やかなカーブになると見込み、それらをふまえた将来人口の予測
として、2040年における人口ビジョンを15,000人と見込み、その数値をもとに第6次総合計画
における各種施策を展開していくこととします。

※ 町推計のうち、パターン2は社会動態が半減したもの、パターン3は社会動態が0のもの、パターン4は町施策をふまえたもの

令和22年度（2040年度）：15,000人

将来人口推計

11,000
2010年

15,914

15,914

15,914

15,914

15,914
15,805 15,250

14,622

15,843

13,848

13,025

12,180

15,465

15,038

社人研準拠（パターン1）

町推計（パターン2）

町推計（パターン3）

町推計（パターン4）

2015年

15,805

15,805

15,805

15,805

2020年

15,250

15,250

15,250

15,250

2025年

14,622

14,622

14,622

14,622

2030年

13,848

13,979

14,110

15,843

2035年

13,025

13,267

13,510

15,465

2040年

12,180

12,513

12,852

15,038

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

土地利用構想図

　「住みよい希望にみちた町」というまちづくりの基本理念のもと、伝統ある農業と高い技術力
を誇る工業が調和し、産業集積と安全・安心なまちづくりの推進のための土地利用の方向性を
示します。

土地利用ゾーン 土地利用の方向

農業・集落ゾーン

土地利用促進ゾーン

公園・緑地ゾーン

農業生産基盤の整備や農地の保全を図るとともに、集落の住環境の向上を図ります。

市街化区域の工業系用途地域を中心とする区域で、周辺の住環境に配慮しつつ、工業活動の増進
を図るとともに、工業地環境の向上を図ります。

大規模商業施設や宿泊施設と一体となって、バスターミナルをはじめとする「まちの駅クロスピア
くみやま」の利用を促進し、魅力とにぎわいのあるまちの交流拠点機能の充実を図ります。

久御山中央公園や木津川の河川緑地等の区域で、環境保全、レクリエーション、防災、景観機能
の整備・充実を図るとともに、良好な親水空間の確保を図ります。

町役場、消防本部等が集積する区域で、住民サービスの充実を図ります。

医療・福祉施設があり、誰もが住みなれた地域で安心して暮らせる環境の充実を図ります。

周辺の住環境や公共施設と調和した定住促進を図るための快適な住宅地形成を促進します。

周辺の住環境に配慮した産業活動の活性化を図るための土地利用を促進します。

幹線道路の沿道機能活用や定住促進を図るとともに医療施設や周辺の住環境に配慮した土地
利用を促進します。
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住宅エリア

工業エリア

商業・交流エリア

行政サービスエリア

メディケアゾーン

住街区促進ゾーン

産業立地促進ゾーン

市街化区域の住居系用途地域を中心とする区域で、各用途地域に基づき適正な建築活動の誘導
を図るとともに、居住環境の充実を図ります。

国
道
1
号

第
二
京
阪
道
路

淀大橋

国道478号
宇治川

木津川

木津川大橋

メディケアゾーン 土地利用促進ゾーン

府道宇治淀線

府道八幡宇治線

住街区
促進ゾーン

産業立地
促進ゾーン

三郷山

商業・交流エリア 久御山JCT
古川

巨椋
池排
水幹
線

京滋
バイ
パス

東西道路

久御山町役場 国
道
24
号

凡 例

農業・集落ゾーン

住宅エリア

工業エリア

商業・交流エリア

行政サービスエリア

メディケアゾーン

既
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地
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土地利用促進ゾーン

公園・緑地ゾーン

住街区促進ゾーン

産業立地促進ゾーン
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幹線道路の沿道機能活用や定住促進を図るとともに医療施設や周辺の住環境に配慮した土地
利用を促進します。
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市街化区域の住居系用途地域を中心とする区域で、各用途地域に基づき適正な建築活動の誘導
を図るとともに、居住環境の充実を図ります。
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土地利用構想4

将来人口3

25 26

久御山町全体を大学のキャンパスにみたて、保育、教育機関を総称したもので、めざすこども像「人生を開拓しようとする子」を共有し、こども園、小学校、中学校等が同じ目標に向かって
保育・教育を進めていこうというもの。自立・展望・挑戦・共生の4つのキーワードを揚げ、取組を進めている。
18歳までの全てのこどもとその家庭及び妊産婦等を支援するため、「こども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援センター」の2つの機能を持ち、こどもの発達・家庭の健康など
の相談対応をするとともに、虐待対応や予防の観点で積極的な見守りなどを実施。
生涯を通じた健全な食生活の実現や食文化の継承、健康の確保等が図れるよう、自らの食について考える習慣や食に関する知識、選択する判断力を身に付けるための学習活動など。

第 1 章

就学前教育第2節

安心してこどもを産み育て、豊かな心を持った人を育む

現状と課題

　全てのこどもに就学前教育の機会を提供し、地域や家庭と連携して乳・
幼児期の「保育・教育」を充実させることで、生涯にわたる人間形成の基
礎となる非認知能力や学力の基盤となる言語力を身につけたこどもが
育っています。

年度当初においては、希望する園への入園が実現できていますが、年度途中において、希望する園には入れず、一時的
に待機児童が発生することがあります。

関連するSDGｓ

指　標 単位 現状値（令和6年度） 目標値（令和12年度）

% 85.8 95.0保育・教育内容に満足している人の割合
（保護者アンケート）

●

こどもをめぐる社会的環境の著しい変化の中で運動能力が低下するこどもや、コミュニケーションが苦手、基本的生
活習慣が十分でないこどもが増加しています。

●

核家族化の進行や地域関係の希薄化などによる家庭や地域の子育て力の低下等を背景に、子育ての孤立化により、
子育てに不安や負担を感じる親が増加しています。

●

スマートフォンの普及やコミュニケーションツールの多様化といった情報化社会の進展が、こどもの読書ばなれや読書
環境にも影響を与えています。また、家庭での読み聞かせの頻度も減少するなど、保護者の読書に対する関心等も薄
れてきています。

●

施策の展開

遊びを通して「生きる力」を育む就学前教育を推進します。

家庭環境に関わらず、就学前のこどもに就学前教育の環境を無償提供します。

豊かな自然環境を活かし、地域や家庭と連携し、環境設定を工夫します。

久御山学園※21が目指すこども像に向けた、園小中一貫教育を推進します。

大学等関係機関と連携し、豊かな心と健やかな身体を育む取組を推進します。

研修の受講や保育・教育アドバイザーを活用し、園長をはじめ保育教諭の保育力向上を図ります。

家庭、こども園、小・中学校、図書館を含む地域が連携・協力して、読書の楽しさを啓発する取組などを展開す
るとともに、こどもたちの手の届くところに本がある環境を目指し、本への関心や読書習慣の形成により、こ
どもの読書ばなれの改善に努めます。

●

●

●

●

●

●

●

就学前教育の充実1

成
果
指
標

計画名 計画期間
関
連
す
る
個
別
計
画

めざす姿

2026～2030

2025～2029

2025～2030

2027～（予定）

前
期
基
本
計
画

第 

1 

章
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を
育
む

久御山町教育大綱

久御山町こども計画

久御山町こどもの読書活動推進計画（第四次推進計画）

こどもの未来魅力化アクションプラン

子育て応援センター「はぐくみ」※22と連携し、困難を抱える家庭の早期発見や早期支援に取り組みます。

社会的環境の変化に対応した、安全で安心な施設の充実を図ります。

保護者の多様化するニーズや教育・体験格差に対応するため、教育内容の充実・拡充に努めます。

食育※23を推進するとともに、安全・安心でおいしい給食を提供するため、持続可能な体制を確立します。

●

●

●

●

就学前の教育環境の整備2

戦略

戦略

※21：

※22：

※23：

13
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社会動態（転入・転出）の推移

5年前の住所地との比較による5歳階級別の転入出の状況（平成28年～令和2年の5年間）

京都府内主な市町の合計特殊出生率（平成30年～令和4年）

合計特殊出生率の推移

資料：厚生労働省　人口動態保健所・市区町別統計

資料：町統計書

資料：国勢調査

2
1.84

1.71 1.71
1.63 1.61 1.59 1.54 1.49 1.42

1.40 1.35 1.34
1.24

1.13
1.25

1.33

転出 社会増減転入　本町の合計特殊出生率（平成30年～令和4年（1.42））を京都府内の市町村と比較すると、府
内26自治体のなかで12位となっており、宇治市（1.35）や城陽市（1.34）、八幡市（1.24）、京田辺
市（1.40）、京都市（1.13）など近隣・隣接する市町に比べるとやや高く、京都府平均（1.25）や全
国平均（1.33）よりわずかに上回っています。
　また、合計特殊出生率の推移をみると、平成15～19年まで長期的に低下が続き、以降は平成
25～29年に微増となったものの、ほぼ横ばいとなっています。

⑤合計特殊出生率の推移

　本町の社会動態（転入・転出）の推移をみると、昭和60年から転出が転入を上回る転出超過と
なっています。しかし、平成27年から転入数が増加しており、令和2年から転出数も増加してはい
るものの、転入・転出の差は縮小しており、転入転出が均衡しつつあります。また、全体としての
移動数も昭和60年からは減少しており、都市としての成熟による人口移動の縮小が進んでいる
ことを示しています。

　5年前の住所地でみた本町と府内自治体との転入・転出の状況をみると、宇治市（+78）・京都市
（+11）からは転入超過、一方、京田辺市（▲55）・城陽市（▲47）・木津川市（▲19）・八幡市（▲9）
等へは転出超過となっているほか、概ね近隣市との出入りが多くなっています。
　年齢別では、特に20～29歳層は転入超過である一方、30歳代以上は転出超過の傾向が強
く、特に30～34歳、50～54歳層の転出が多くなっています。

⑥社会動態（転入・転出）の推移

合計特殊出生率 2.13
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　第5次総合計画の10年間を振り返り、住民アンケートにおいて満足度・重要度の意見を聴取す
るとともに、行政での検討を重ね、評価・課題検証を行いました。その評価等をもとに、第6次総
合計画においては、まちの将来像『あたたかい絆　広がる笑顔　未来の光が輝らすまち　久御
山　～ 共動 ＊ 感動 ＊ 躍動 のまちづくり ～』を実現していくため、次のとおり7つのまちづく
りの目標（基本目標）を掲げます。

　私たちは、連綿と続いてきたまちの歴史や文化、先人たちが紡いできた知恵や智識の中を生き
ています。今を生きる私たちが、子育てや教育といった生活と生業を営みながら、歴史や文化な
どを創り上げていくとともに未来へと引き継いでいく責務があります。
　子育て施策については、第5次総合計画期間中に充実させ、住民満足度や重要度も高い評価
でした。引き続いて「全国一番の子育て環境のまちづくり」をキーワードに、子育てをしている親
のサポートや地域で子育てをしていくための環境や将来こどもを「持ちたい」と思える環境づく
りに努めます。
　また、教育においては、こども園の整備や中学校給食の開始など、保護者のニーズに沿った施
策を展開していますが、様々な困難を抱えるこどもたちには、学校教育の観点だけではなく、教
育、福祉、保健、その他の包括的なサポートが必要であるため、一層の連携・強化を図ります。

（1）安心してこどもを産み育て、豊かな心を持った人を育む

　第5次総合計画期間中に、医療体制の充実を図ることができたことに加え、障がい者のグルー
プホームの開設や歩くまち「くみやま」※9の取組などを進めたことで、健康や福祉分野の住民の
満足度及び重要度の評価は高くなっています。
　福祉サービスを必要とする住民には、必要なサービスにつなぐことができるよう、引き続き、関
係機関との連携に努めるとともに福祉サービスの担い手の育成に努めていきます。また、現在、
福祉サービスの必要がなくても、将来の備えとして関心を持ってもらえるように情報の発信方法
の工夫に努めるとともに、日ごろからの支え合いや地域のつながりを活かしながら生涯を通じて
健康でいられるよう、若いうちから健康意識を高め、健康づくりに取り組めるように働きかけて
いきます。

（3）助け合い、支え合い、誰もがいつまでも健康で幸福に暮らす

　自治会加入率は高齢化による脱退などもあり低下しています。地域の活動支援補助や大学と
の連携により地域のつながりを深める支援に取り組んでいますが、若い世代を中心に、地域と距
離を置く地域離れや、そのつながりを求めない住民も増えています。自治会の枠にとらわれない
緩やかな人とのつながりや地域に溶け込みやすい環境について地域住民と模索していくととも
に、近年本町での人口増加が著しい外国籍の人との相互理解を深め、多様な個性や価値観をお
互いに尊重し、差別・偏見の無い、垣根を越えてつながる地域共生社会の推進が必要です。
　また、住民や企業と協働し、脱炭素社会の構築や、安全で安心できる快適な生活環境の保全・創
造、環境教育の充実等、豊かな自然と活力ある産業が共生する環境都市※10の形成を目指します。

（4）人と人、人と自然がつながり共生する

　伝統ある農業と高い技術力を誇る工業が調和し、産業集積と安全・安心なまちづくりの推進
のための土地利用として、道路や上下水道などのインフラ整備など行政の取組を着実に進めてい
ますが、まちづくりは長期の時間を要します。引き続き、新たな時代のモデルとなる住宅市街地を
形成することで職住近接のまちづくりを目指す「みなくるタウン※11」をはじめ、都市基盤整備を計
画的に進めます。加えて、さらなる情報発信により住民の理解を深め、町が担うべき役割と住
民・事業者が担うべき役割を整理し、それぞれの役割を果たしていくこととします。
　また、本町を走る公共交通（路線バス）は運転手不足による減便などの問題が顕在していま
す。その補完的役割として実施しているデマンド乗合タクシー（のってこタクシー※12）は、利用者
の声を反映し利用環境の拡充を行ってきたことで、町内の移動手段として確立してきました。住
民や通勤者などとともに利用促進することや周知を行い、持続可能な地域交通を目指します。

（5）機能的で持続可能な都市基盤整備　農業及び工業は町の産業として住民の認知度も高く、また、農業従事者や企業の努力もあり
成果が出ています。商業・サービス業は、大型商業施設や宿泊施設とともにクロスピア市※8をは
じめとする賑わい創出の充実など魅力ある商業・交流エリアの維持・向上が期待されます。本町
の基幹産業である農業及び工業を守り、維持していくとともに、地域密着型の商業・サービス業
の情報発信・PRを支援し、産業各分野の連携・交流を図りながらまちの魅力向上と併せて産業
振興を促進します。
　今まで「当たり前」に思っていた農業と工業が調和したまちとしての特色や暮らしやすいまち
の魅力に、地域住民があらためて気付くことで、より強い「ふるさと意識」＝誇りを持つことを目
指します。併せて、私たちが誇りをもって”私たちのふるさと”の魅力を発信していくことで、町の
知名度向上や企業の人材確保といった相乗効果を狙います。

（2）「活気」と「魅力」があふれ、ふるさと意識が根付く

※8：久御山町産業売込み隊が地域で活動する団体等と共催でまちの駅クロスピアくみやまにおいて農商工連携等で実施するイベント。

※9：「歩く」ことを1つのテーマとして健康長寿のまちづくりを目指す本町の事業の一つ。
※10：環境価値の創造によって形成される持続可能な都市。
※11：産業活動の活性化や住宅地の形成を促進するため、町東部地域で整備を進めている新市街地。
※12：路線バスや通常のタクシーとは異なり、町内を一つのエリアとし、地域の集会所等に設置された停留所間を移動できる公共交通システム（デマンド乗合タクシー）。

基
本
構
想

きょうどう

て

基本構想実現に向けて514
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　第5次総合計画の10年間を振り返り、住民アンケートにおいて満足度・重要度の意見を聴取す
るとともに、行政での検討を重ね、評価・課題検証を行いました。その評価等をもとに、第6次総
合計画においては、まちの将来像『あたたかい絆　広がる笑顔　未来の光が輝らすまち　久御
山　～ 共動 ＊ 感動 ＊ 躍動 のまちづくり ～』を実現していくため、次のとおり7つのまちづく
りの目標（基本目標）を掲げます。

　私たちは、連綿と続いてきたまちの歴史や文化、先人たちが紡いできた知恵や智識の中を生き
ています。今を生きる私たちが、子育てや教育といった生活と生業を営みながら、歴史や文化な
どを創り上げていくとともに未来へと引き継いでいく責務があります。
　子育て施策については、第5次総合計画期間中に充実させ、住民満足度や重要度も高い評価
でした。引き続いて「全国一番の子育て環境のまちづくり」をキーワードに、子育てをしている親
のサポートや地域で子育てをしていくための環境や将来こどもを「持ちたい」と思える環境づく
りに努めます。
　また、教育においては、こども園の整備や中学校給食の開始など、保護者のニーズに沿った施
策を展開していますが、様々な困難を抱えるこどもたちには、学校教育の観点だけではなく、教
育、福祉、保健、その他の包括的なサポートが必要であるため、一層の連携・強化を図ります。

（1）安心してこどもを産み育て、豊かな心を持った人を育む

　第5次総合計画期間中に、医療体制の充実を図ることができたことに加え、障がい者のグルー
プホームの開設や歩くまち「くみやま」※9の取組などを進めたことで、健康や福祉分野の住民の
満足度及び重要度の評価は高くなっています。
　福祉サービスを必要とする住民には、必要なサービスにつなぐことができるよう、引き続き、関
係機関との連携に努めるとともに福祉サービスの担い手の育成に努めていきます。また、現在、
福祉サービスの必要がなくても、将来の備えとして関心を持ってもらえるように情報の発信方法
の工夫に努めるとともに、日ごろからの支え合いや地域のつながりを活かしながら生涯を通じて
健康でいられるよう、若いうちから健康意識を高め、健康づくりに取り組めるように働きかけて
いきます。

（3）助け合い、支え合い、誰もがいつまでも健康で幸福に暮らす

　自治会加入率は高齢化による脱退などもあり低下しています。地域の活動支援補助や大学と
の連携により地域のつながりを深める支援に取り組んでいますが、若い世代を中心に、地域と距
離を置く地域離れや、そのつながりを求めない住民も増えています。自治会の枠にとらわれない
緩やかな人とのつながりや地域に溶け込みやすい環境について地域住民と模索していくととも
に、近年本町での人口増加が著しい外国籍の人との相互理解を深め、多様な個性や価値観をお
互いに尊重し、差別・偏見の無い、垣根を越えてつながる地域共生社会の推進が必要です。
　また、住民や企業と協働し、脱炭素社会の構築や、安全で安心できる快適な生活環境の保全・創
造、環境教育の充実等、豊かな自然と活力ある産業が共生する環境都市※10の形成を目指します。

（4）人と人、人と自然がつながり共生する

　伝統ある農業と高い技術力を誇る工業が調和し、産業集積と安全・安心なまちづくりの推進
のための土地利用として、道路や上下水道などのインフラ整備など行政の取組を着実に進めてい
ますが、まちづくりは長期の時間を要します。引き続き、新たな時代のモデルとなる住宅市街地を
形成することで職住近接のまちづくりを目指す「みなくるタウン※11」をはじめ、都市基盤整備を計
画的に進めます。加えて、さらなる情報発信により住民の理解を深め、町が担うべき役割と住
民・事業者が担うべき役割を整理し、それぞれの役割を果たしていくこととします。
　また、本町を走る公共交通（路線バス）は運転手不足による減便などの問題が顕在していま
す。その補完的役割として実施しているデマンド乗合タクシー（のってこタクシー※12）は、利用者
の声を反映し利用環境の拡充を行ってきたことで、町内の移動手段として確立してきました。住
民や通勤者などとともに利用促進することや周知を行い、持続可能な地域交通を目指します。

（5）機能的で持続可能な都市基盤整備　農業及び工業は町の産業として住民の認知度も高く、また、農業従事者や企業の努力もあり
成果が出ています。商業・サービス業は、大型商業施設や宿泊施設とともにクロスピア市※8をは
じめとする賑わい創出の充実など魅力ある商業・交流エリアの維持・向上が期待されます。本町
の基幹産業である農業及び工業を守り、維持していくとともに、地域密着型の商業・サービス業
の情報発信・PRを支援し、産業各分野の連携・交流を図りながらまちの魅力向上と併せて産業
振興を促進します。
　今まで「当たり前」に思っていた農業と工業が調和したまちとしての特色や暮らしやすいまち
の魅力に、地域住民があらためて気付くことで、より強い「ふるさと意識」＝誇りを持つことを目
指します。併せて、私たちが誇りをもって”私たちのふるさと”の魅力を発信していくことで、町の
知名度向上や企業の人材確保といった相乗効果を狙います。

（2）「活気」と「魅力」があふれ、ふるさと意識が根付く

※8：久御山町産業売込み隊が地域で活動する団体等と共催でまちの駅クロスピアくみやまにおいて農商工連携等で実施するイベント。

※9：「歩く」ことを1つのテーマとして健康長寿のまちづくりを目指す本町の事業の一つ。
※10：環境価値の創造によって形成される持続可能な都市。
※11：産業活動の活性化や住宅地の形成を促進するため、町東部地域で整備を進めている新市街地。
※12：路線バスや通常のタクシーとは異なり、町内を一つのエリアとし、地域の集会所等に設置された停留所間を移動できる公共交通システム（デマンド乗合タクシー）。
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基本構想実現に向けて5

00 0027 28

久御山町全体を大学のキャンパスにみたて、保育、教育機関を総称したもので、めざすこども像「人生を開拓しようとする子」を共有し、こども園、小学校、中学校等が同じ目標に向
かって保育・教育を進めていこうというもの。自立・展望・挑戦・共生の4つのキーワードを揚げ、取組を進めている。
学校の特色や地域の実情を踏まえつつ、こどもたちが将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するための力や学習習慣を発
達段階に応じて育む教育。
主体的に学習したいと考えている町内の中学生に対し、学力の向上を図るとともに学習習慣を身につけて知識・技能を定着させ、希望進路の実現を目指すために実施している事
業。毎週水曜日に開催。
地域学校協働活動に関する事項について、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民その他の関係者に対する助言その他の支援
を行う目的で、教育委員会が配置。
保護者や地域住民などから構成され、保護者や地域の意見を学校運営に反映させるため、学校運営の基本方針を承認したり、教育活動などについて意見を述べるといった取組を
行う組織。

園小中で一貫した教育により「生きる力」を育成する久御山学園※24を推進します。

効果的なICT活用によって個別最適な学びと協働的な学びを充実します。

規範意識や思いやりを尊重する心など、人間性を育む豊かな感性やコミュニケーション能力を育成します。

キャリア教育※25の推進や社会的自立を目指す特別支援教育など、一人一人を大切にした個性や能力を伸ばす
教育を推進します。

心の教育や情報モラル、環境教育など、持続可能な社会の形成に参画できる態度を育みます。

研修や教育アドバイザーを活用し、教職員の教師力向上を図ります。

多様なニーズに対応した支援の充実や総合的な相談体制の充実など、学校の教育力の向上を図ります。

●

●

●

●

●

●

●

教育内容の充実1

学力の充実や向上を図るため、指導方法の工夫や改善、児童生徒に応じた指導を充実し、中学校卒業までを
見通した教育を推進します。

継続的な学習習慣を定着させるため、「ゆめ☆スタ Weekly※26」を開催します。

●

●

学力の充実2

地域の力を活かした自然体験やものづくり体験などを通して、こどもを育む環境づくりに努めます。

全ての教育の出発点である家庭教育を支援するため、地域の個性を活かしたPTA活動や地域コミュニティの
充実など、家庭教育力の向上に努めます。

本町の特徴を活かした中学校部活動の地域展開を推進します。

地域学校協働活動推進員※27の配置による、学校運営協議会※28を軸とした協働活動を推進します。

●

●

●

●

学校、家庭、地域の連携の推進4

こどもにとって、最善の利益が尊重される環境づくりを推進します。

生まれ育つ環境に左右されない学習環境の充実と安全で安心に学べる教育環境の整備に努めます。

●

●

教育環境の充実3

戦略

戦略
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期
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第 1 章

学校教育第3節

安心してこどもを産み育て、豊かな心を持った人を育む

現状と課題

　豊かな人生と社会を創造するために自ら考え、主体的に行動していくた
めの「生きる力」が一人一人に備わっています。

グローバル化や情報化、少子高齢化などによる社会情勢の急激な変化に伴い、高度化や複雑化する諸課題への対応
が必要となっています。基本的な知識や技能の習得に加え、様々な言語活動や協働的な学習活動などを通じて思考力
や判断力、表現力等を育成し、多様な人間関係を結んでいく力や学習習慣の定着などが効果的に育まれることが求め
られています。

関連するSDGｓ

指　標 単位 現状値（令和6年度） 目標値（令和12年度）

% 78.6 85.0
授業が自分にあった教え方、教材、学習時間な
どであると答えた生徒の割合（中学3年生を対
象として実施される「全国学力・学習状況調査」
による）

% 78.0 85.0
授業が自分にあった教え方、教材、学習時間な
どであると答えた児童の割合（小学6年生を対
象として実施される「全国学力・学習状況調査」
による）

●

こどもが抱える困難が多様化・複雑化する中で、個別最適・協働的な学びの一体化や多様な教育ニーズへの対応が求
められています。

●

少子化や核家族化・地域とのつながりの希薄化、孤立化が進む現代社会において、地域で人と人とのつながりを作り
協力し合う「人づくり・つながりづくり・地域づくり」の基盤の形成が、さらに求められています。

●

施策の展開

成
果
指
標

計画名 計画期間
関
連
す
る
個
別
計
画

めざす姿

久御山町教育大綱

久御山町こども計画

久御山町学校施設等長寿命化計画

こどもの未来魅力化アクションプラン

2026～2030

2025～2029

2023～2032

2027～（予定） ※24：

※25：

※26：

※27：

※28：

14
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常住人口、昼間人口、昼夜間人口比率の推移

資料：国勢調査

　国の総合戦略が指摘するように、地方において働く場を確保することが東京一極集中の是正
など、定住人口の確保につながります。本町はものづくりを中心とする府内屈指の事業所集積を
背景に、通勤（・通学）による流入人口が流出人口を大きく上回り、夜間人口※2に対する昼間人口※3

の比率は府内1位（全国市町村第16位）を誇ります。流入人口の主な居住地は、宇治市（4,350
人）をはじめ、京都市伏見区、城陽市など近隣市が多くなっています。

⑦通勤・通学の流出入の状況

　住民の定住意向では、「今のところにずっと住み続けたい」の回答が56.8％と半数を超えて最
も多く、回答者の年齢が高くなるほど割合が大きくなる傾向にあります。また、年齢が低いほど、
「特に考えていない」という回答割合が大きくなる傾向になっています。
　平成26年度実施のアンケートと比較すると、「久御山町にずっと住み続けたい」が約11％減少
し、「特に考えていない」が約12％増加しています。

（3）住民等の意向

①住民の定住意向

　住民のまちへの愛着では、「愛着がある」（「とても愛着がある」「どちらかというと愛着を感じ
ている」の合計）の回答割合が73.8%となっており、約4人に3人が久御山町に愛着を感じている
ことがわかります。

②住民のまちへの愛着

　中学生では、「住みやすいと思う」（「とても住みやすいまちだと思う」「改善してほしいところは
あるが、良いまちだと思う」の合計）と回答した割合は、90.6％（前回アンケート：89.0％）とな
り、約9割の回答者が久御山町の住み心地は良いと回答していることがわかります。
　平成26年度実施のアンケートと比較すると、ほとんど変化はみられませんが、「とても住みや
すいまちだと思う」と回答した人が半数を超えました。

③中学生の久御山町の住み心地

　高校生では、「住みやすいと思う」（「とても住みやすいまちだと思う」「改善してほしいところは
あるが、良いまちだと思う」の合計）と回答した割合は、71.8％（前回アンケート：59.4％）とな
り、約7割の回答者が久御山町の住み心地は良いと回答していることがわかります。
　平成26年度実施のアンケートと比較すると、「改善してほしいところはあるが、良いまちだと思
う」が約20％増加し、「わからない」が約15％減少しています。

④高校生の久御山町の住み心地

　経営者への「久御山町がより働きやすいまちになるために注力すべきと思うこと」の質問に対し
ては、「公共交通機関の充実」の回答が78.1％となり、最も多く、次いで「渋滞解消」が34.4％、
「若者や子育て世代の働く環境づくりへの支援」「道路の整備」がそれぞれ26.0％でした。

⑤経営者の「より働きやすいまちになるために注力すべきだと思うこと」
 　（上位5つ、選択肢より3つ選択）

　はたらく人への「久御山町がより働きやすいまちになるために注力すべきと思うこと」の質問に
対しては、「公共交通機関の充実」の回答が73.1％と最も多く、次いで「渋滞解消」が55.9％、「道
路の整備」が28.5％でした。

⑥はたらく人の「より働きやすいまちになるために注力すべきだと思うこと」
　（上位5つ、選択肢より3つ選択）

※2：常住人口
※3：通勤や通学などで昼間にそのまち・地域で過ごす人口
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＊「資料編」に住民等アンケートの結果概要を詳述しています。
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　第5次総合計画期間中に防犯カメラの設置台数を増加し、交通安全活動の強化などにより、
安全・安心については一定の評価を得ています。防災・減災、消防、交通安全、防犯は住民にとっ
て身近な関心事であり、重要度も高くなっています。複雑化・多様化する犯罪などから地域住民
を守るため、こどもや高齢者を含めた皆を地域ぐるみで見守ることも必要です。
　また、本町は町域の大部分が宇治川と木津川に挟まれ、山城盆地の中ではもっとも低いところ
に位置するため、古来から水との戦いを強いられてきました。水害をはじめとするあらゆる自然災
害に対して備える基盤の整備に継続して取り組むとともに、災害の規模によって、行政の支援が
迅速に行えない可能性もあるため、平常時から住民が主体的に安全・安心なまちづくりを進めて
いくという考え方を持ち、自助・共助・互助の意識を高めていくことを目指します。

（6）地域ぐるみで安全・安心な都市機能

　第5次総合計画において、町が実施している施策に対する住民の満足度と重要度の結果（アン
ケートによる）を、4象限で整理しました。

第5次総合計画において町が実施している施策に対する住民の
満足度と重要度の散布図

　まちが目指す将来像や目標に沿って豊かな住民生活を構築していくため、住民や多様な地域
主体、そして行政が目的意識を共有し協働することが重要です。皆がまちづくりに自主的、主体
的に参画し、「共動」できるよう、新たなまちづくりの担い手の発掘も含め、多様な主体がより活
躍できるまちづくりを推進します。
　第5次総合計画期間中にも健全で安定した行財政運営を実現することができましたが、より健
全で安定した運営を行うため、新たな財源確保や公民連携（PPP/PFI）※13を図るとともに、組織
力の強化と町職員の資質向上の取組を継続します。また、労働力不足や地域課題の多様化・複
雑化による社会の変化に丁寧に対応していくため、デジタルを活用した住民サービスの向上や
業務の効率化を推進し、組織全体における業務の最適化を図り、行政改革の歩みを止めること
なく推進していきます。

（7）多様な主体がともに考え、ともにつくる信頼
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※13：PPP（Public Pr ivate Par tnership)とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の
効率的使用や行政の効率化等を図るものであり、指定監理者制度や包括的民間委託、PFI（Private Finance Init iat ive）など、様々な方式がある。
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※30：ゆうホール、図書館、総合体育館、全世代・全員活躍まちづくりセンター「グランハット」のこと。※29：社会教育・生涯学習の拠点機能に加え、子育て支援、こどもからシニアの活動支援、多世代・多文化交流などの機能を兼ね備えた複合施設。

本町の生涯学習関連施設※30は、整備から相当の年月が経過しており、効率的な維持管理や修繕、計画的な更
新を行い、費用の削減を図りながら充実した行政サービスを提供します。

全世代・全員活躍まちづくりセンター「グランハット」の整備により、長く中央公民館が担ってきた生涯学習拠
点施設機能の充実を図ることに加え、全世代・全員活躍の多機能拠点としての魅力づくりを行うとともに、町
全体の生涯学習環境の充実につなげます。

●

●

施設や環境の整備1

「宿泊体験活動」をはじめとする青少年健全育成活動や放課後まなび教室、総合体育館のこども向け講座な
ど、こどもを対象とした社会教育活動を幅広く展開し、こどもの「育ち」を支える地域活動を継承・発展させて
いきます。

●

育ちを支える地域活動の促進2

高齢者向けの魅力的な生涯学習やスポーツを継続して展開し、健康維持や介護予防、社会的孤立の防止に努
めるとともに、地域づくりの担い手として活躍できる環境を整えます。

●

高齢者の生きがいづくり4

生涯にわたる学びの提供と多世代交流の促進を目指し、関係団体・事業所と連携しながら、講座やイベント等
を幅広く開催し、より豊かな人生を送れるよう、文化・芸術など多様な学習活動を進めていきます。

全世代・全員活躍まちづくりセンター「グランハット」が年代を問わず様々な遊びや体験ができ、多世代が交流
できる施設となるよう、さらに充実した生涯学習活動の取組を実施していきます。

在勤者のスキルアップ講座を開催し、地域で働く人材の能力向上と地域社会の活性化につなげます。

●

●

●

多様な活動への参加促進3

戦略

戦略

前
期
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第 1 章

社会教育第4節

安心してこどもを産み育て、豊かな心を持った人を育む

現状と課題

　町全体を生涯学習空間と位置づけ、「地域愛で絆を深めるタウンキャン
パスのまちづくり」を基本理念に、学習やスポーツ、文化・芸術活動を通じ
て交流を深め、世代を超えて人々がつながる活力ある地域となっています。

社会教育関連の拠点施設や生涯学習の場となる地域資源は豊富ですが、老朽化している施設の適正な維持管理を行
い、郷土愛の醸成につなげる地域資源の活用が必要です。また、全世代・全員活躍まちづくりセンター「グランハット」※29
をはじめ、社会教育関連の拠点施設の充実を図り、学習・スポーツ活動への参加を拡大していく必要があります。

関連するSDGｓ

指　標 単位 現状値（令和6年度） 目標値（令和12年度）

% 14.0 20.0町が実施する生涯学習やスポーツに関する講座
等への参加率（生涯学習アンケート）

人 237 300町内サークルなどの会員数
（生涯学習アンケート）

●

若年層の生涯学習・スポーツに関する活動への関心が低い傾向にあり、指導者不足が顕在化しているため、新たな対
応を検討していく必要があります。

●

住民が自主的に非営利・公益的な活動を展開し、住み良い地域づくりにつなげていけるよう、引き続き、町が一体とな
り生涯学習を推進していくことが必要です。

●

施策の展開

成
果
指
標

計画名 計画期間関
連
す
る
個
別
計
画

めざす姿

久御山町教育大綱

久御山町第3次生涯学習推進計画

久御山町こどもの読書活動推進計画（第四次推進計画）

2026～2030

2024～2033

2025～2030
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第6次総合計画

前期基本計画
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